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「自殺」・「自死」の表記について 

   「『自死・自殺』の表現に関するガイドライン～『言い換え』ではなく丁寧な『使い

分け』を～」（ＮＰＯ法人 全国自死遺族総合支援センター）においては、①行為を表

現するときは「自殺」、②多くの自殺が「追い込まれた末の死」というプロセスの結果

であることを踏まえつつ、「自殺した」ではなく、「自殺で亡くなった」と表現、③遺

族や遺児に関する表現は「自死」と表現することを推奨しています。 

本計画では、上記のガイドラインを参考にしつつ、表記を使い分けています。 
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第１章 計画策定の概要 
 

１  計画策定の背景と趣旨 
 

我が国の自殺対策は、平成18年に自殺対策基本法が制定され、平成28年には全ての市

町村に「市町村自殺対策計画」策定を義務づけるなど、国を挙げて自殺対策を総合的に

推進した結果、自殺者数は３万人台から２万人台に減少するなど、着実に成果を上げて

きたところです。 

しかし、自殺者はいまだに毎年２万人を超えており、さらには新型コロナウイルス感

染症拡大の影響等によって、令和２年度は11年ぶりに前年を上回りました。 

このような状況の中、令和４年 10月に閣議決定された現行の自殺総合対策大綱におい

て、自殺対策を更に推進するため以下の基本方針等が示されました。 

 

 

国の自殺総合対策大綱における基本方針 

 

１. 生きることの包括的な支援として推進する 

２. 関連施策との有機的な連携を強化して総合的に取り組む 

３. 対応の段階に応じてレベルごとの対策を効果的に連動させる 

４. 実践と啓発を両輪として推進する 

５. 国、地方公共団体、関係団体、民間団体、企業及び国民の役割を 

明確化し、その連携・協働を推進する 

    ６. 自殺者等の名誉及び生活の平穏に配慮する 

 

 

本市では、こうした現状や動向を踏まえ、市民がかけがえのない命の大切さを考え、

「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現」に向け、一人ひとりに寄り添いなが

ら、自殺対策を総合的かつ効果的に推進するため、令和６年度から令和 10年度までの５

年間を計画期間とする、「第２期大船渡市自殺対策計画」（以下「本計画」という。）を策

定するものです。 
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 ２  計画の位置付け 
 

本計画は、自殺対策基本法第 13条第２項に定める「市町村自殺対策計画」として、国

の自殺対策基本法の基本理念や「自殺総合対策大綱」の基本方針等を踏まえ、「岩手県自

殺対策アクションプラン」との整合を図りながら策定するものです。 

また、本市の総合的なまちづくりの指針を定めた最上位計画である「大船渡市総合計

画」や社会福祉法に基づく「大船渡市地域福祉計画」などの上位計画に基づき、健康や

福祉に関する各種計画との連携及び整合を図りながら計画を推進します。 
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 ３  計画の期間 
 

本計画の推進期間は、自殺総合対策大綱がおおむね５年に一度を目安として改訂され

ていることや、「岩手県自殺対策アクションプラン」の計画期間を踏まえ、令和６年度か

ら令和 10年度までの５年間とします。 

 
R1 

年度 

R2 

年度 

R3 

年度 

R4 

年度 

R5 

年度 

R6 

年度 

R7 

年度 

R8 

年度 

R9 

年度 

R10 

年度 

R11 

年度 

R12 

年度 

R13 

年度 

R14 

年度 

R15 

年度 

               

 

 

４  計画の策定体制 
 

本計画の策定に当たっては、市民の悩みや心の健康に関する意識、認識を把握し、計

画に反映するよう努め、以下の取組を行いました。 

 

（１） アンケート調査の実施 

市民の心の健康と自殺対策に対する意識、意向等を把握し、計画策定及び施策推進

に反映させるため、「心の健康に関する市民意識調査」を実施しました。 
調査対象 期  間 方  法 配布件数 回収件数【率】 

18 歳以上の市民 令和５年５月～６月 郵送による配布・回収 1,000 件（無作為抽出） 398 件【39.8％】 

 

（２） 庁内策定会議・ワーキンググループ会議の開催 

全庁的な取組として計画を策定するため、関係部課等との調整を図りながら計画策

定を進めました。 

 

（３） 大船渡市心の健康づくり推進連絡会の開催 

本市では、これまで、心の健康づくりに関係する機関や団体等で構成する「大船渡

市心の健康づくり推進連絡会」を開催し、情報の共有等を図りながら、自殺対策を進

めてきました。 

本計画の策定に当たっては、より効果的な自殺対策の推進のため、本連絡会の構成

機関を拡充して協議しました。 

 

  

第 1期計画 第３期計画 第２期計画 
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第２章 大船渡市の現状と課題 
 

１  自殺実態の分析に当たって 
 

実効性のある自殺対策を推進するためには、地域における自殺の現状を正確に把握す

る必要があります。 

そのため、本市では、いのち支える自殺対策推進センターが各自治体の自殺の実態を

まとめた「地域自殺実態プロファイル」と厚生労働省や警察庁、岩手県の自殺に関する

統計を活用し、自殺の現状について分析しました。 

なお、自殺に関する統計データには、主に厚生労働省の「人口動態統計」と警察庁の

「自殺統計」の２種類があり、「人口動態統計」は、日本人を対象に集計していますが、

「自殺統計」は、日本における外国人も対象に集計しているなどの違いがあります。 

また、「自殺統計」は、「職業別」、「原因・動機別」といった項目がありますが、「人口

動態統計」には、これらの項目はありません。 

 
■「人口動態統計」と「自殺統計」の違い 

区分 人口動態統計 自殺統計 

公表元 
厚生労働省 

市町村の人口動態調査票に基づく 

警察庁 

警察庁の自殺統計原票に基づく 

対象者 日本における日本人 日本における外国人を含む総人口 

調査時点 
住所地を基に死亡時点 

暦年（１月～12月まで）の統計 

発見地を基に自殺死体発見時点 

暦年（１月～12月まで）の統計 

事務手続き上 

の差異 

（訂正報告） 

自殺、他殺あるいは事故死のいずれか

不明のときは自殺以外と処理してお

り、死亡診断書等について作成者から

自殺の旨訂正報告がない場合は、自殺

に計上されない。 

発見時において、自殺が明確でない場

合でも、捜査により自殺と判明した時

点で計上される。 

確定値 

（公表時期） 
調査年の翌年の秋（９月） 調査年の翌年の春（３～４月） 

 

その他の統計資料のうち、「岩手県保健福祉年報」は、岩手県が厚生労働省の「人口動

態統計」に基づいて集計し、公表しているものです。 

また、「地域における自殺の基礎資料」は、厚生労働省が警察庁から提供を受けた自殺

統計データに基づいて再集計し、公表しています。 

本計画では、「人口動態統計」は自殺者数や自殺死亡率の年次推移を分析するため、ま

た「地域における自殺の基礎資料」は自殺者の年齢、原因・動機、職業等の状況を分析

するために用いました。 

なお、両統計の集計方法が異なるため、自殺者数及び自殺死亡率には差異があります。 
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 ２  大船渡市の自殺の現状 
 
（１） 自殺者数の年次推移 

本市の自殺者数は、平成 12 年の 18 人から平成 17 年以降は 10 人前後で推移してお

り、令和元年以降は５人以下と減少傾向にあります。 

また、男女別では、男性が女性を上回る傾向が見られますが、近年は男女比に差が

ない状況となっています。 

 
■自殺者数の推移 

 
資料：岩手県保健福祉年報（人口動態編） 

 

（２） 自殺死亡率の年次推移 

本市の人口 10万人当たりの自殺者数を示す自殺死亡率は、県内ではおおむね下位に

あり、令和元年からは、全国、岩手県及び気仙地域の値を下回っています。 

なお、岩手県の自殺死亡率は減少傾向にあるものの、全国を下回った令和３年を除

き、常に全国上位（１位から４位）という状態が続いています。 

 

■自殺死亡率の推移 

 
資料：岩手県保健福祉年報（人口動態編） 
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（３） 年齢別自殺者数と年齢別自殺者割合 

本市の自殺者数は、平成30年から令和４年までの５年間で、31人となっています。 

また、年齢別の自殺者数では、60歳代で９人と最も多く、次いで70歳代の８人、40

歳代と80歳以上の５人となっており、30歳未満の自殺者はいない状況となっています。 
 

    ※第１期計画策定時は、30歳代と 50歳代が 10人、70歳代と 80歳以上が８人 

 

■年齢別自殺者数（平成30年～令和４年の５年間の累計） 

 
資料：厚生労働省 地域における自殺の基礎資料 

 

 

本市の年齢別自殺者割合について、全国や岩手県と比較すると、60歳代と 70歳代は

本市が全国や岩手県を上回っています。 

また、30歳代と 50歳代では、本市は全国や岩手県を下回っています。 
 

※第１期計画策定時は、30歳代が全国や県を上回り、60歳以上の割合は国や県とほぼ同じ状況 

 
■年齢別自殺者割合（平成30年～令和４年の５年間の累計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：厚生労働省 地域における自殺の基礎資料 
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（４） 男女・年代別自殺者数 

本市の平成 30年から令和４年までの５年間における男女別自殺者数は、男性が 17

人、女性が 14人であり、男女比では「男性 1.2：女性１」となっています。 

また、年代別では、男性は 60歳代と 70歳代が最も多く６人、女性は 40歳代と 80

歳以上の４人が最も多くなっています。 
 

※第１期計画策定時は、「男性 1.4：女性１」 

             ※第１期計画策定時は、男性は 30歳代と 60歳代が最多で６人、女性は 80歳以上が最多で５人 

 

■男女・年代別自殺者数（平成 30年～令和４年の５年間の累計） 
（単位：人） 

区分 20 歳未満 20 歳代 30 歳代 40 歳代 50 歳代 60 歳代 70 歳代 80 歳以上 合 計 

男性 0 0 1 1 2 6 6 1 17 

女性 0 0 1 4 0 3 2 4 14 

合計 0 0 2 5 2 9 8 5 31 

資料：厚生労働省 地域における自殺の基礎資料 
 

 

（５） 男女・年代別自殺死亡率 

本市の平成 29年から令和３年までの５年間における男女・年代別自殺死亡率は、40

歳代と 80歳以上で女性が男性を上回っています。 

 
■男女・年代別自殺死亡率（平成29年～令和３年の５年間平均） 

 
資料：いのち支える自殺対策推進センター 地域自殺実態プロファイル 2022 
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（６） 年代別死因 

本市の平成 29年から令和３年までの５年間における年齢別死因累計は、30歳代で自

殺が第２位となっており、40歳代で第３位、50歳代・60歳代で第５位となっています。 

 
  ■年齢別死因上位５位（平成29年～令和３年の５年間の累計） 

区分 第１位 第２位 第３位 第４位 第５位 

20 歳代 心疾患 

悪性新生物 

脳血管疾患 

不慮の事故 

   

30 歳代 心疾患 自殺 脳血管疾患 
悪性新生物 

糖尿病 
 

40 歳代 悪性新生物 心疾患 自殺 脳血管疾患 不慮の事故 

50 歳代 悪性新生物 心疾患 脳血管疾患 
肝疾患 

不慮の事故 
自殺 

60 歳代 悪性新生物 心疾患 脳血管疾患 不慮の事故 自殺 

70 歳代 悪性新生物 心疾患 脳血管疾患 不慮の事故 肺炎 

80歳以上 悪性新生物 心疾患 老衰 脳血管疾患 肺炎 

資料：人口動態統計（大船渡保健所より提供されたデータに基づき作成） 

 

（７） 同居人の有無（同居・独居） 

本市の平成 30年から令和４年までの５年間における同居人の有無別自殺者数は、男

女とも「あり」が「なし」を上回っています。 
 
  ※第１期計画策定時は、男性では「あり」75.0％、「なし」25.0％、女性では「あり」80.0％、「な

し」20.0％ 

 
■男女別同居人の有無別自殺者数（平成 30年～令和４年の５年間の累計） 

 
資料：厚生労働省 地域における自殺の基礎資料 

 

 

（64.7％） 

（85.7％） 

（35.3％） 

（14.3％） 
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（８） 職業別自殺者の割合 

本市の平成 29年から令和３年までの５年間における職業別自殺者割合は、「年金・

雇用保険等生活者」50.0％、「自営業・家族従業者」16.7％、「主婦」6.7％と、全国や

岩手県の値を上回っています。 
 

※第１期計画策定時は、「年金・雇用保険等生活者」は 41.7％、「自営業・家族従業者」は０％、

「主婦」は 4.2％ 

 

■職業別自殺者割合（平成 29年～令和３年の５年間の累計） 

 
資料：厚生労働省 地域における自殺の基礎資料 

 

（９） 自殺未遂歴の状況 

本市の平成 30年から令和４年までの５年間における自殺者のうち、自殺未遂歴を有

する割合は 16.1％であり、全国の 19.5％をやや下回っています。 
 

※第１期計画策定時は、「あり」14.6％、「なし」66.7％、「不明」18.8％ 

 
■自殺未遂歴の状況（平成30年～令和４年の５年間の累計） 

 
資料：厚生労働省 地域における自殺の基礎資料 
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（10） 原因・動機別自殺者数 

本市の自殺者の原因・動機について、平成 30年から令和４年までの５年間の累計

は、「健康問題」16件、「家庭問題」10 件、「経済・生活問題」６件となっています。 
 
    ※第１期計画策定時は、「健康問題」30件、「経済・生活問題」８件、「家庭問題」３件 

 
■原因・動機別自殺者数（平成 30年～令和４年の５年間の累計） 

 
資料：厚生労働省 地域における自殺の基礎資料 

 
 ※自殺統計による自殺の原因・動機は、自殺者一人につき複数の計上が可能であるため、自殺者数とは一致しません。 

 

 

（11） 自殺者の特徴 

厚生労働省が所管する専門機関である「いのち支える自殺対策推進センター」が作

成した「地域自殺実態プロファイル 2022」では、平成 29年から令和３年までの５年

間における本市の自殺者の合計について、性別・年齢・職業・同居人の有無による自

殺者数、自殺死亡率を比較しており、本市の特徴について次表のとおり示しています。 

本市においては、自殺者が最も多い区分は「女性・60歳以上・無職者・同居」であ

り、「男性・60歳以上・有職者・同居」、「男性・60歳以上・無職者・同居」、「男

性・60歳以上・有職独居」、「男性 60歳以上無職独居」と続いています。 

  

(人) 
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   ■本市の主な自殺の特徴（平成 29年～令和３年合計） 

上位５区分 
自殺者数  
(累計)    

割合 
自 殺 

死亡率   
背景にある主な自殺の危機経路

※
 

１位 女性 60歳以上無職同居 8 人 26.7% 28.2 身体疾患→病苦→うつ状態→自殺 

２位 男性 60歳以上有職同居 4 人 13.3% 32.3 

①【労働者】身体疾患＋介護疲れ→アルコ

ール依存→うつ状態→自殺 

②【自営業者】事業不振→借金＋介護疲れ

→うつ状態→自殺 

２位 男性 60歳以上無職同居 4 人 13.3% 25.4 
失業（退職）→生活苦＋介護の悩み（疲れ）
＋身体疾患→自殺 

４位 男性 60歳以上有職独居 2 人 6.7% 101.8 
配置転換／転職＋死別・離別→身体疾患→

うつ状態→自殺 

４位 男性 60歳以上無職独居 2 人 6.7 % 73.2 
失業（退職）＋死別・離別→うつ状態→将

来生活への悲観→自殺 

資料：いのち支える自殺対策推進センター 地域自殺実態プロファイル 2022 

 

   ※上図の「背景にある主な自殺の危機経路」は、自殺実態白書 2013（特定非営利活動法人自殺対策支援センター 

ライフリンク）を参考に推定したものです。自殺者の特性別に見て代表的と考えられる経路の一例を示しており、 

記載の経路が唯一のものではありません。 

 

 
＜自殺の危機要因イメージ図＞ 

 
資料：特定非営利活動法人 自殺対策支援センターライフリンク 
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男性

42.2%

女性

56.5%

無回答

1.3%

全体 n=398

（168人）

（225人）

（5人）

18～29歳

6.0%

30～39歳

8.3%

40～49歳

14.3%

50～59歳

13.7%

60～69歳

20.4%

70～79歳

24.1%

80歳以上

0.8%

無回答

7.8%

全体 n=398

（24人）

（33人）

（57人）

（73人）（81人）

（96人）

（3人）

（31人）

 ３  アンケート結果の分析 
 

（１） 調査概要 

「第２期大船渡市自殺対策計画」の策定に当たり、心の健康や自殺等に関する市民

の現状や考えを把握し、自殺対策を推進する上での基礎資料を得ることを目的として、

「心の健康に関する市民意識調査」（アンケート調査）を実施しました。 

 

■調査の対象者と調査期間・方法         ■調査の配布と回収状況 

調査対象者 18歳以上の市民（無作為抽出）  配布数 1,000 人 

調査期間 令和５年５月10日～６月９日  有効回収数 398 人 

調査方法 
郵送により配布 

郵送又はインターネットにより回収 

 
有効回収率 39.8％ 

 

■報告書の記載方法 

調査結果の数値については、小数点第２位以下を四捨五入しているため、内訳の合

計が100％にならない場合があります。 

また、複数回答が可能な設問では、各項目の割合の合計が100％を超える場合があり

ます。 

なお、基数となる実数は「ｎ」として掲載し、各グラフや表の比率は「ｎ」を母数

とした割合を示しています。 
 

 

（2） 回答者の基本情報 

回答者 398 人の性別は、男性が 168 人（42.2％）、女性が 225 人（56.5％）、無回答

５人であり、年齢別割合で見ると、70 歳代が 96 人（24.1％）と最も多く、次いで 60

歳代が 81人（20.4％）となっています。 

 

■問１ 性別と年齢 

      〈性別〉                 〈年齢〉 
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36.4

33.3

42.1

26.9

20.0

27.1

0.0

0% 25% 50% 75%

18～29歳

n=11

30～39歳

n=15

40～49歳

n=19

50～59歳

n=26

60～69歳

n=40

70～79歳

n=48

80歳以上

n= 0

25.0

48.5

54.4

41.1

27.2

28.1

33.3

0% 25% 50% 75%

18～29歳

n=24

30～39歳

n=33

40～49歳

n=57

50～59歳

n=73

60～69歳

n=81

70～79歳

n=96

80歳以上

n= 3

（３） 心の健康について 

「家庭の問題」、「病気などの健康の問題」、「経済的な問題」、「勤務関係の問題」、「恋

愛関係の問題」、「学校の問題」、「その他」の７項目について、日頃、悩みやストレス

等を感じるか質問したところ、「現在ある」と回答した人の割合が最も多いのは、「病

気などの健康の問題」の47.2％であり、「家庭の問題」37.2％、「経済的な問題」33.2％、

「勤務関係の問題」27.9％と続いています。 

 

  ■問９ 悩みや苦労、ストレス、不満を感じる問題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ■問９ 悩みや苦労、ストレス、不満を感じる問題（「現在ある」に回答）×（性別・年代別） 

 

 

    〈全体〉          〈男性〉         〈女性〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 無回答の方がいるため、男性と女性の母数を合算しても全体と一致しない場合があります。 

 

全体 n=398 

家庭の問題（現在ある） 

37.2 

47.2 

33.2 

27.9 

6.0 

4.8 

2.0 

21.6 

14.6 

16.1 

28.1 

17.1 

13.6 

0.3 

38.2 

36.9 

47.7 

36.4 

67.8 

67.8 

3.3 

3.0 

1.3 

3.0 

7.5 

9.0 

13.8 

76.1 

0% 25% 50% 75% 100%

家庭の問題

病気などの健康の問題

経済的な問題

勤務関係の問題

恋愛関係の問題

学校の問題

その他

現在ある かつてあったが今はない 意識して感じた事はない 無回答

15.4

58.8

59.5

48.9

35.0

29.8

33.3

0% 25% 50% 75%

18～29歳

n=13

30～39歳

n=17

40～49歳

n=37

50～59歳

n=47

60～69歳

n=40

70～79歳

n=47

80歳以上

n=3
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38.5

52.9

54.1

55.3

47.5

42.6

66.7

0% 25% 50% 75%

18～29歳

n=13

30～39歳

n=17

40～49歳

n=37

50～59歳

n=47

60～69歳

n=40

70～79歳

n=47

80歳以上

n=3

■問９ 悩みや苦労、ストレス、不満を感じる問題（「現在ある」に回答）×（性別・年代別） 

 

 〈全体〉          〈男性〉          〈女性〉 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
〈全体〉           〈男性〉          〈女性〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
〈全体〉           〈男性〉          〈女性〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

勤務関係の問題（現在ある） 

36.4

40.0

31.6

53.8

47.5

50.0

0.0

0% 25% 50% 75%

18～29歳

n=11

30～39歳

n=15

40～49歳

n=19

50～59歳

n=26

60～69歳

n=40

70～79歳

n=48

80歳以上

n= 0

30.8

52.9

56.8

34.0

20.0

19.1

33.3

0% 25% 50% 75%

18～29歳

n=13

30～39歳

n=17

40～49歳

n=37

50～59歳

n=47

60～69歳

n=40

70～79歳

n=47

80歳以上

n=3

経済的な問題（現在ある） 

37.5

48.5

47.4

54.8

46.9

45.8

66.7

0% 25% 50% 75%

18～29歳

n=24

30～39歳

n=33

40～49歳

n=57

50～59歳

n=73

60～69歳

n=81

70～79歳

n=96

80歳以上

n= 3

53.8

58.8

37.8

34.0

15.0

2.1

0.0

0% 25% 50% 75%

18～29歳

n=13

30～39歳

n=17

40～49歳

n=37

50～59歳

n=47

60～69歳

n=40

70～79歳

n=47

80歳以上

n= 3

41.7

45.5

49.1

39.7

27.2

16.7

33.3

0% 25% 50% 75%

18～29歳

n=24

30～39歳

n=33

40～49歳

n=57

50～59歳

n=73

60～69歳

n=81

70～79歳

n=96

80歳以上

n= 3

病気などの健康の問題（現在ある） 

27.3

60.0

36.8

53.8

20.0

14.6

0.0

0% 25% 50% 75%

18～29歳

n=11

30～39歳

n=15

40～49歳

n=19

50～59歳

n=26

60～69歳

n=40

70～79歳

n=48

80歳以上

n= 0

54.5

33.3

36.8

50.0

35.0

14.6

0.0

0% 25% 50% 75%

18～29歳

n=11

30～39歳

n=15

40～49歳

n=19

50～59歳

n=26

60～69歳

n=40

70～79歳

n=48

80歳以上

n= 0

41.7

57.6

36.8

41.1

17.3

8.3

0.0

0% 25% 50% 75%

18～29歳

n=24

30～39歳

n=33

40～49歳

n=57

50～59歳

n=73

60～69歳

n=81

70～79歳

n=96

80歳以上

n= 3



 

18 

（４） 相談することについて 

悩みやストレスを感じた時に、「助けを求めたり、誰かに相談したいと思う」と回答

した割合は、「そう思う」、「ややそう思う」を合わせて 43.2％と最も多く、「悩みやス

トレスを感じていることを、他人に知られたくないと思う」24.1％、「悩みや問題は、

自分ひとりで解決すべきだと思う」11.8％と続いています。 

 

■問 12 悩みやストレスを感じた時に考えること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

悩みやストレスを感じた時の相談相手として、「家族や親族」と回答した割合は、「相

談したことがある」、「実際にしたことはないが相談すると思う」を合わせて 79.7％と最

も多く、「友人や同僚」70.1％、「かかりつけの医療機関の職員」54.8％、「同じ悩みを抱

える人」45.5％と続いています。 

また、公的な機関等については、「公的な相談機関の職員」34.7％、「市が開催する各

種相談会の専門家」34.6％となっています。 

■問 13 悩みやストレスを感じた時に相談したことがある相手・相談すると思う相手 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体 n=398 

全体 n=398 

51.8

41.0

1.5

12.1

1.3

14.1

4.3

2.0

6.8

5.0

27.9

29.1

5.0

17.1

14.1

40.7

30.4

15.6

38.7

29.6

0.5

18.6

28.1

90.5

66.3

82.2

43.0

63.3

79.9

52.3

63.3

1.8

1.8

3.0

4.5

2.5

2.3

2.0

2.5

2.3

2.0

91.5

0% 25% 50% 75% 100%

家族や親族

友人や同僚

インターネット上だけの

つながりの人

先生や上司

近所の人（自治会の人、

民生委員など）

かかりつけの医療機関の職員

（医師、看護師、薬剤師など）

公的な相談機関（地域包括支援

センター、市役所など）の職員

民間の相談機関（有料のカウン

セリングセンターなど）の相談員

同じ悩みを抱える人

市が開催する各種相談会（法律、

税務などの相談）の専門家

その他

相談したことがある 実際にしたことはないが

相談すると思う

相談しないと思う 無回答

19.3 

2.3 

7.3 

1.3 

3.8 

23.9 

8.8 

16.8 

3.8 

8.0 

23.1 

21.1 

27.6 

11.8 

21.4 

22.1 

28.4 

25.1 

20.9 

20.6 

11.1 

38.7 

22.1 

60.8 

45.5 

0.5 

0.8 

1.0 

1.5 

0.8 

0% 25% 50% 75% 100%

助けを求めたり、誰かに

相談したいと思う

誰かに相談をしたりすることは

恥ずかしいことだと思う

悩みやストレスを感じていること

を、他人に知られたくないと思う

誰かに悩みを相談することは

弱い人のすることだと思う

悩みや問題は、自分ひとりで

解決すべきだと思う

そう思う やや

そう思う

どちらとも

いえない

あまりそう

思わない

そう思わない 無回答
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（５） 自殺について 

身近な人に「死にたい」と打ち明けられた時の対応としては、「耳を傾けてじっくり

と話を聞く」79.1％が最も多く、「解決策を一緒に考える」54.5％、「一緒に相談機関

を探す」34.9％と続いています。 

■問 18 身近な人に「死にたい」と打ち明けられた時の対応 

 
 

（６） 自殺対策・予防について 

自殺対策に関する啓発物で見たことのあるものは、「ポスター」58％が最も多く、次

いで「広報紙」31.7％、「パンフレット」27.9％の順であり、「見たことはない」は 21.1％

となっています。 

 
■問 20 自殺対策に関する啓発物で見たことのあるもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

8.5

29.6

14.3

79.1

23.4

54.5

34.9

3.0

2.8

2.5

0% 25% 50% 75% 100%

相談に乗らない、もしくは話題を変える

「頑張って生きよう」と励ます

「死んではいけない」と説得する

「バカなことを考えるな」と叱る

耳を傾けてじっくりと話を聞く

医療機関にかかるように勧める

解決策を一緒に考える

一緒に相談機関を探す

その他

何もしない

無回答

全体

n=398

58.0

27.9

31.7

4.0

5.5

21.1

7.8

2.0

7.3

21.1

2.3

0% 25% 50% 75% 100%

ポスター

パンフレット

広報誌

電光掲示板（テロップ）

のぼり・パネル

インターネットページ

ティッシュ等のキャンペーングッズ

横断幕

その他

見たことはない

無回答

全体

n=398
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自殺の危険を示すサインに気付き、適切な対応ができる人のことを指す「ゲートキ

ーパー」の認知度については、「知らない」が 76.4％となっています。 

 
■問 27 「ゲートキーパー」の認知 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７） 自殺願望について 

これまでに本気で自殺をしたいと考えたことがある人は 17.1％、考えたことがない

人は 74.1％となっています。 

自殺を考えた理由や原因では、「家庭の問題」58.8％が最も多く、「経済的な問題」

50％、「病気など健康の問題」「勤務関係の問題」38.2％と続いています。 

■問 32 本気で自殺したいと考えたことの有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■問 33 自殺を考えた理由や原因 

 

58.8

38.2

50.0

38.2

41.2

30.9

8.8

4.4

0% 25% 50% 75% 100%

家庭の問題

病気など健康の問題

経済的な問題

勤務関係の問題

恋愛関係の問題

学校の問題

その他

無回答

全体

n=68

76.4 12.6 9.0 2.0

0% 25% 50% 75% 100%

全体

n=398

知らない 意味は知らないが、

言葉は聞いたことがある

知っている 無回答

2.8 2.5

3.5 8.3 74.1 8.8

0% 25% 50% 75% 100%

全体

n=398

この１年以内に本気で自殺をしたいと

考えたことがある

ここ５年くらいの間に本気で自殺をしたいと

考えたことがある

５年～10年前に本気で自殺をしたいと

考えたことがある

10年以上前に本気で自殺をしたいと

考えたことがある

これまでに本気で自殺をしたいと

考えたことはない

無回答
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自殺を思いとどまった理由では、「時間の経過」48.5％が最も多く、「家族や大切な

人のことが頭に浮かんだ」35.3％、「人に相談して思いとどまった」33.8％と続いてい

ます。 

 
■問 34 自殺を思いとどまった理由

 
 

自殺を思いとどまった理由で「人に相談して思いとどまった」と回答した人の相談

相手を見ると、「同居している家族・親族」39.1％が最も多く、次いで「友人」26.1％

となっています。 

 
■問 35 相談した相手 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.8

35.3

13.2

48.5

17.6

4.4

0% 25% 50% 75% 100%

人に相談して思いとどまった

家族や大切な人のことが頭に浮かんだ

解決策が見つかった

時間の経過

その他

無回答

全体

n=68

39.1

17.4

26.1

17.4

21.7

0.0

8.7

21.7

4.3

0.0

0% 25% 50% 75% 100%

同居している家族・親族

同居以外の家族・親族

友人

恋人

学校・職場関係

近所の人

知人

相談機関の職員（保健所、市役所、医療機関等）

その他

無回答

全体

n=23
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 ４  第１期計画の取組状況 
 
基本施策１ 地域におけるネットワークの強化 

 心の健康づくり推進連絡会と自殺対策計画策定ワーキンググループ会議を開催すること

により、関係機関及び庁内関係課と自殺対策に関する認識を共有し、ネットワークの強化

に努めました。 

 

【評価指標】 

 

 

基本施策２ 一次予防（市民全体へのアプローチ） 

自殺の危険を示すサインに気付き、声を掛け、見守りながら必要な相談、支援機関につ

なぐ役割を担うゲートキーパーの認識度が低い状況にあります。 

 専門職のゲートキーパー養成については、新型コロナウイルス感染症の影響により研修

の開催が少なかったこと、支援業務の都合上、複数の参加が難しいという状況から目標値

に達しませんでした。 

 
【評価指標】 

 

 

 

 

 

指標の内容 目標設定時 目標値 現状値 達成度 

心の健康づくり推進連絡会の開催数 ２回／年 ２回／年 ２回／年 ◎ 

自殺対策庁内会議の開催数 未実施 １回／年 １回／年 ◎ 

指標の内容 目標設定時 目標値 現状値 達成度 

市民に対する心の健康づくりに関する講演

会や健康教室等の実施回数 
１回／年 ２回／年 10回／年 ◎ 

自殺対策に関する啓発物を見たことがない

人の割合（心の健康に関する市民意識調査） 
28％ 28％以下 21.2％ ◎ 

ゲートキーパーを知っている、聞いたことが

ある人の割合（心の健康に関する市民意識調

査） 

17.3％ 30.0％ 21.6％ △ 

市職員のゲートキーパー養成研修受講者割

合（目標設定時からの累計による割合） 
8.1％ 35％ 72.8％ ◎ 

医療、保健、福祉等の専門職のゲートキー

パー養成研修受講者数（第１期計画目標設

定時からの延人数） 

42人 150人 70人 △ 

市民のゲートキーパー養成研修受講者数 

（第１期計画目標設定時からの延人数） 
89人 400人 478人 ◎ 

※令和５年10月時点達成度 

◎：当初の予定通り実施できた 

〇：おおむね実施できた 

△：実施は不十分であった 

×：実施できなかった 
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基本施策３ 二次予防（自殺の危険性が高い人へのアプローチ） 

 医療、福祉、介護、教育関係機関及び関係団体に相談先情報を掲載したリーフレットを

配布しました。 

 また、上記機関以外に、各種研修会や出前講座等の参加者にもリーフレットを配布しま

した。 

 

【評価指標】 

 

 

基本施策４ 三次予防（自死遺族へのアプローチ） 

 市広報紙を活用し、自死遺族に対する支援情報について周知しました。 

 

【評価指標】 

 

 

基本施策５ 精神疾患へのアプローチ 

 市広報紙を活用し、心の健康等に関する相談窓口について周知しました。 

 

【評価指標】 

 

 

基本施策６ 職域へのアプローチ 

 市広報紙や市ホームページを活用し、勤労者のメンタルヘルスに関する啓発を行いまし

た。 

また、心の健康づくり推進連絡会開催や関係機関との会議の機会を活用し、職域関係者

と情報を共有しました。 

 

【評価指標】 

 

指標の内容 目標設定時 目標値 現状値 達成度 

相談先情報を掲載したリーフレットを配布

した団体・事業所数（第１期計画目標設定

時からの実数） 

22か所 80か所 122か所 ◎ 

指標の内容 目標設定時 目標値 現状値 達成度 

市広報紙による自死遺族支援の周知回数 未実施 １回／年 １回／年 ◎ 

指標の内容 目標設定時 目標値 現状値 達成度 

市広報紙による精神疾患、心の健康等に関

する相談窓口の周知回数 
１回／年 ２回／年 13回／年 ◎ 

指標の内容 目標設定時 目標値 現状値 達成度 

市広報紙による勤労者のメンタルヘルスに

関する相談窓口の普及・啓発の回数 
未実施 １回／年 ３回／年 ◎ 

職域関係者との情報共有・連携会議等の開

催回数 
未実施 １回／年 ２回／年 ◎ 
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第１期計画数値目標の評価 

 第１期計画の数値目標は、平成 27 年の自殺死亡率 23.6（自殺者数９人）に対して、令

和５年までの５年間で 20％以上減少させ、自殺死亡率 18.9（自殺者数７人）以下と設定し

ていました。 

厚生労働省の人口動態統計に基づいた、本市の令和５年 10月時点における自殺者の状況

を評価した結果、令和元年から令和４年まで（令和５年の数値は未確定）の４年間の平均

で、自殺死亡率は 12.3、自殺者数は５人となったことにより、目標を達成しました。 

 

 

 
第１期計画実績値 第１期計画目標値 

基 準 年 平成27年 
令和元年～令和４年 

（４か年平均） 

令和元年～令和５年 

（５か年平均） 

自殺死亡率

（実人数） 

23.6 

（９人） 

12.3  

（５人） 

18.9 以下 

（７人以下） 

対H27年比 100％ 52.1％ 80.0％ 

※自殺死亡率（人口 10万人当たりの自殺者数）、自殺者数は人口動態統計を基に算出 
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 ５  大船渡市の自殺対策の課題 
 

（１） 大船渡市の自殺に関する統計から見た課題 

ア 自殺者を年齢別に見ると、自殺者の７割は 60歳以上の高齢者であり、高齢者に対す

る取組を強化する必要があります。 

イ 自殺者を男女別に見ると、全国や岩手県では約７割が男性ですが、本市においては、

男女比がほぼ同じで、全国や岩手県と比較すると自殺者数に占める女性の割合が高く

なっており、女性に対する取組が必要となっています。 

ウ 年齢別死因累計を見ると、30歳代及び 40歳代において、死者数に占める自殺の割

合が高くなっており、働き盛り世代への普及啓発の機会を拡大する必要があります。 

エ 自殺者の中で、「年金・雇用保険等生活者」等の無職者が 50％以上を占めており、

無職者が抱える悩みへの対応が必要です。 

オ 自殺の原因・動機としては、「健康問題」が一番多く、次いで「家庭問題」、「経済・

生活問題」となっています。 

また、家庭問題が占める割合は、第１期計画策定時と比較すると増加傾向にあり、

これらの問題を視野に入れた相談支援体制構築への取組が必要です。 

カ 本市における自殺者の分析結果より、「高齢者」、「生活困窮者」、「勤務・経営（働き

盛り世代）」に対して重点的に取り組む必要があります。 

 

（２） 「心の健康に関する市民意識調査」の結果から見た課題 

ア 悩みやストレス等を感じる問題として、「健康の問題」が一番多く、「家庭の問題」、

「経済的な問題」、「勤務関係の問題」と続いている状況であり、市民が自身の抱える

ストレスや課題に気付き、必要な時には相談ができるような支援体制を整える必要が

あります。 

イ 30歳代及び 40歳代の女性の半数以上が、家庭・健康・経済的な問題の全てがある

と回答しており、女性が相談しやすい環境づくりを推進する必要があります。 

ウ ゲートキーパーについて「知っている」、「意味は知らないが、言葉は聞いたことが

ある」と回答した人は 21.6％であり、ゲートキーパーに対する市民の認知度を高める

ことが課題となっています。 

エ 自殺をしたいと考えたことがある人の理由・原因では、「家庭の問題」が一番多く、

「経済的な問題」、「恋愛関係の問題」、「健康の問題」、「勤務関係の問題」と続いてお

り、問題解決に向けた相談先の周知が必要となっています。 

 

（３） 第 1期計画の取組状況から見た課題 

ゲートキーパーを知っている、聞いたことがある人の割合を 30.0％にすることを目標

としましたが、現状値は 21.6％にとどまっています。 

また、医療、保健、福祉等の専門職のゲートキーパー養成研修受講者数を 150人にす

ることを目標としましたが、現状値は 70人となっています。 

これらのことから、ゲートキーパーに関する更なる普及啓発や、市民や相談対応をす

る関係者への養成研修の機会を増やす取組が必要となっています。 
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第３章 計画の基本的な考え方 
 

１  基本理念 
 

自殺総合対策大綱の基本理念である「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現」

を目指すとともに、自殺対策の本質が生きることの支援にあることを認識し、市民一人

ひとりの「生きる」を支えるための取組を包括的に推進するため、第１期計画に引き続

き、基本理念を次のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

２  基本認識 
 

自殺総合対策大綱では、自殺の現状と自殺総合対策における基本認識として、以下の

３項目を挙げています。 

本計画においても自殺総合対策大綱の基本認識を踏まえ、自殺対策を推進します。 

 

（１） 自殺は、その多くが追い込まれた末の死である 

（２） 年間自殺者数は減少傾向にあるが、非常事態はいまだ続いている 

（３） 地域レベルの実践的な取組をＰＤＣＡサイクルを通じて推進する 

 

 

３  基本方針 
 

自殺総合対策大綱の基本方針に合わせて、本市における自殺対策の基本方針を以下の

ように設定します。 

 

（１） 生きることの包括的な支援                                    

世界保健機関(ＷＨＯ)は、「自殺は、その多くが防ぐことのできる社会的な問題」であ

ると明言し、自殺は社会の努力で避けることができると認識されています。 

個人又は地域においても、自己肯定感や信頼できる人間関係、危機回避能力等の「生

きることの促進要因（自殺に対する保護要因）」より、失業や多重債務、生活苦等の「生

きることの阻害要因（自殺のリスク要因）」が上回った時に自殺の危険性が高まります。 

そのため、自殺対策は「生きることの阻害要因」を減らす取組に加えて、「生きること

の促進要因」を増やす取組を行い、双方の取組を通じて自殺リスクを低下させ、「生き

ることの包括的な支援」として推進します。 

一人ひとりの「生きる」を支える 
～誰も自殺に追い込まれることのない大船渡市をめざして～ 
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（２） 関連施策との連携強化                                       

自殺は、健康問題、経済・生活問題、人間関係の問題のほか、地域・職場の在り方の

変化など様々な要因が複雑に関係しています。 

このことから、自殺を防ぐためには、精神保健的な視点だけでなく、社会・経済的な

視点を含む包括的な取組が重要であり、精神保健医療福祉を始めとした様々な分野の

人々や組織が密接に連携して、施策に取り組む必要があります。 

また、制度の狭間にある人や複合的な課題を抱え自ら相談に行くことが困難な人、孤

独・孤立の問題を抱える当事者やその家族などを地域で早期に発見し支援していくため、

属性を問わない相談支援等を一体的に行う重層的支援体制整備事業の実施や生活困窮者

自立支援制度などの各種施策と連携を図ります。 

 

（３） 対応の段階に応じたレベルごとの対策の効果的な連動                  

自殺対策は、個々人の問題解決に取り組む相談支援を行う「対人支援のレベル」、関係

機関等による連携で行う「地域連携のレベル」、法や計画等による「社会制度のレベル」

の三つを連動させ、総合的に推進することが重要です。（28 ページの「三階層自殺対策

連動モデル：ＴＩＳモデル」参照） 

そのため、自殺の危険性が低い段階における普及啓発等の「事前対応」、「自殺発生の

危機対応」、自殺や自殺未遂が生じた場合における「事後対応」のそれぞれの段階におい

て施策を講じます。 

くわえて、自殺の事前対応の前段階での取組として、学校において、児童生徒等を対

象とした「ＳＯＳの出し方に関する教育」や、孤立を防ぐための居場所づくり等を推進

します。 

 

（４） 実践と啓発を両輪とした推進                                  

自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得る危機」ですが、危機に陥った

人の心情や背景は理解されにくい現状があり、そうした心情や背景への理解を深めるこ

とも含めて、「危機に陥った場合には誰かに援助を求めることが適当である」ということ

が、地域全体の共通認識となるよう積極的な普及啓発が重要です。 

身近にいるかもしれない自殺を考えている人のサインにいち早く気付き、精神科医等

の専門家につないで、その指導を受けながら見守っていけるよう、広報活動、教育活動

等の取組を推進します。 

 

（５） 関係者の役割の明確化と連携・協働の推進                          

自殺総合対策大綱の基本理念である「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現」

のためには、行政、関係団体、企業及び市民が自殺は社会全体の問題であるという認識

を持ち、我が事として自殺対策に取り組んでいくことが必要です。 

自殺対策においては、国には「自殺対策を総合的に策定して実施する」責務、地方公

共団体には「地域の状況に応じた施策を策定して実施する」責務があります。 

また、関係機関、民間団体及び民間企業には、それぞれの活動内容の特性等に応じて

「積極的に自殺対策に参画する」ことが求められ、市民には「自殺が社会全体の問題で 
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あることを認識し、主体的に自殺対策に取り組む」ことが期待されます。 

そのため、それぞれの主体が果たすべき役割を明確にし、情報を共有化することによ

り、相互の連携・協働の仕組みづくりに努めます。 

 

（６） 自殺者等の名誉及び生活の平穏への配慮                           

自殺者、自殺未遂者、関係する親族等の名誉及び生活の平穏に十分配慮することが重

要であることから、市、支援機関、民間団体等の自殺対策関係者は、このことを改めて

認識するとともに、市民への周知・啓発に努めます。 

 

 

 
資料：いのち支える自殺対策推進センター資料 
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 ４  施策体系 
 

本市では、「基本施策」、「重点項目（対象）」、「関連事業」の三つにより自殺対策の取

組を進め、「生きることの包括的な支援」として推進します。 

なお、関連事業の詳細は、「第４章 施策の展開（33ページ以降）」に記載します。 

 

１ 基本施策 

本市で従前から取り組んできた「包括的な自殺対策プログラム（久慈モデル）」による

６項目の基本施策を定めます。 

 

（1） 地域におけるネットワークの強化 

（2） 一次予防（住民全体へのアプローチ） 

（3） 二次予防（自殺の危険性が高い人へのアプローチ） 

（4） 三次予防（自死遺族へのアプローチ） 

（5） 精神疾患へのアプローチ 

（6） 職域へのアプローチ 

 

 

２ 重点項目(対象) 

本市の自殺の実態と自殺総合対策大綱を踏まえ、５項目の重点項目を定めます。 

 

（1） 高齢者への対策 

（2） 生活困窮者への対策 

（3） 働き盛り世代への対策 

（4） 子ども・若者への対策 

（5） 女性への対策 

 

 

３ 関連事業 

本市における既存事業のうち、自殺対策に関連する事業を推進します。 
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■施策体系図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

  
基本施策 

１ 地域におけるネットワークの強化 

関係機関が自殺対策は地域の課題であると

いう認識を共有、それぞれが当事者意識を持

って自殺対策を推進するための連携を強化 

２  一次予防（住民全体へのアプローチ） 

心身の健康づくりと自殺予防への普及啓

発、人材育成、地域活動や生きがいづくり、

生きることへの支援の推進 

３ 二次予防（自殺の危険性高い人へのア
プローチ） 

自殺の危険性が高い人の早期発見・早期介

入及び相談支援体制の強化 

４ 三次予防（自死遺族へのアプローチ） 

自死遺族への適切な支援の推進 

５ 精神疾患へのアプローチ 

精神疾患の早期発見、早期介入と継続した

支援、及び家族支援の推進 

６ 職域へのアプローチ 

勤労者のメンタルヘルス不調の予防と早期

発見、相談支援体制の推進 

関 

連 

事 

業 

重点項目（対象） 

１ 高齢者への対策 

高齢者の介護予防、相談支援体制の

充実、地域における孤立防止、生活支援

体制整備と生きがいづくりの推進 

２ 生活困窮者への対策 

相談支援体制の充実、生活困窮者自

立支援法による事業と連動した包括的

な支援の推進 

３ 働き盛り世代への対策 

職域関係機関との連携によるメンタ

ルヘルス対策の推進 

４ 子ども・若者への対策 

関係機関との連携による相談支援体

制の構築、心の健康への普及啓発と自

殺の危険性の早期発見、介入の推進 

５ 女性への対策 

妊娠出産、育児、介護等、女性が抱え

る様々な問題の早期発見、関係機関と

連携した相談支援体制の充実 

一人ひとりの「生きる」を支える 
～誰も自殺に追い込まれることのない大船渡市をめざして～ 

 

基本理念 

１ 生きることの包括的な支援 

２ 関連施策との連携強化 

３ 対応の段階に応じたレベルごとの対策の効果的な連動 

４ 実践と啓発を両輪とした推進 

５ 関係者の役割の明確化と関係者による連携・協働の推進 

６ 自殺者等の名誉及び生活の平穏への配慮 

基本方針 
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 ５  ＳＤＧｓの視点を踏まえた計画の推進 
 

持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ：Sustainable Development Goals）とは、平成27年（2015

年）９月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にお

いて掲げられた、令和12年（2030年）までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標

であり、「地球上の誰一人取り残さない持続可能な世界」を実現するため、17の長期的な

ビジョン（ゴール）と169の具体的な開発目標（ターゲット）で構成されています。 

国の「自殺総合対策大綱」において、「自殺対策は、ＳＤＧｓの達成に向けた政策とし

ての理念も持ち合わせるものである」とされていることから、本計画においても、ＳＤ

Ｇｓのゴールとの関連を意識し、本計画の推進がＳＤＧｓにおけるゴールの達成に資す

るものとして位置付けます。 

 

 

 

 

 

  

＜ 自 殺 対 策 に 関 連 す る 目 標 ＞ 
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 ６  計画の目標 
 

自殺対策基本法に示されているように、自殺対策を通じて目指すのは、「誰も自殺に追

い込まれることのない社会の実現」です。 

国では、自殺総合対策大綱において、令和８年までに厚生労働省「人口動態統計」に

基づく自殺死亡率を平成 27年の 18.5から 30％以上減少させ、13.0以下にすることを目

標としています。 

また、岩手県では、令和 10 年までに自殺死亡率を平成 29 年の 21.0 から 31.4％以上

減少させ、14.4以下にすることを目標としています。 

本市においては、国と同様に自殺死亡率の 30％減少を目標とし、平成 27年の自殺死

亡率 23.6（自殺者数９人）を令和 10年までに 16.5（自殺者数６人）以下とすることを

目指します。 

なお、自殺死亡率は、母数となる人口が少ないほど自殺者の増減による変動が大きい

ことから、全国及び岩手県と比較して人口規模が小さい本市では、５か年の平均値を評

価における実績値とします。 

 

■大船渡市の目標 

 
第２期計画（本計画） 第１期計画 

基 準 年 平成27年 
令和６年～令和10年 

（５か年平均） 

令和元年～令和５年 

（５か年平均） 

自殺死亡率

（実人数） 

23.6 

（９人） 

16.5以下 

（６人以下） 

18.9以下 

（７人以下） 

対 H27年比 100％ 70.0％ 80.0％ 

※人口動態統計に基づいた数値 

 

■国の目標（参考）                                   

 
自殺総合対策大綱 

基 準 年 平成27年 令和８年 

自殺死亡率 18.5 13.0以下 

対 H27年比 100％ 70.0％ 

 

 

  ■岩手県の目標（参考） 

 次期計画 現行計画 

基 準 年 平成29年 令和10年 令和５年 

自殺死亡率

（実人数） 

21.0 

（262人） 

14.4以下 

（169人以下） 

15.0以下 

（178人以下） 

対 H27年比 100％ 68.6％ 71.4％ 
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第４章 施策の展開 
 

１  「久慈モデル」に基づいた取組 
 

平成13年から久慈地域において、岩手医科大学を中心に地域全体で取り組んできた包

括的な自殺対策プログラムは、「久慈モデル」と称されており、岩手県ではこのプログラ

ムを県内全域に波及させることを目標として、積極的に推進しています。 

本市では、平成22年度から「久慈モデル」に取り組んでおり、第１期計画においても、

久慈モデルの六つの骨子を基本施策として位置づけ取り組んできたことから、本計画に

おいても継続して取り組むこととします。 

 

 

 
 

※ 「久慈モデル」とは、県内の多くの自治体が取り入れている自殺対策プログラムであり、①ネ

ットワークの構築、②一次予防（住民全体へのアプローチ）、③二次予防（自殺の危険性が高い

人へのアプローチ）、④三次予防（自死遺族へのアプローチ）、⑤精神疾患へのアプローチ、⑥職

域へのアプローチを骨子とする、地域包括的な取組のことを指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一次予防

二次予防

三次予防
精神疾患への
アプローチ

職域への

アプローチ

ネットワーク

の構築 

久慈モデルのイメージ 
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■「久慈モデル」の内容 

６つの骨子 目 的 方 法 

１ ネットワーク

の構築 

① 自殺対策は地域の課題であるという認識

を地域で共有し、関係機関の協力体制を形

成する。 

② 当事者意識を持って自殺対策に主体的に

取り組む地域の体制を確立する。 

・関係部署・機関等のネット

ワーク会議の設置・開催 

・こころの健康づくり・自殺

対策連絡会の設置・開催 

２ 一次予防 

（住民全体への

アプローチ） 

① 孤立防止や生きがいを促進し、自主的な健

康増進を目指す地域づくり活動を行う。 

② 自殺対策や精神保健に対する正しい知識

の普及啓発に努め、地域住民がストレスに

対して積極的に対処できる方法を学習す

る機会を設ける。 

③ 自殺や精神疾患に対する偏見を軽減し、各

自が抱える問題について積極的に話し合

う場を設ける。 

・講演会、研修会、出前講座

等の開催 

・市広報紙・ホームページ、

パンフレット等による普及

啓発 

・ゲートキーパーの養成 

・傾聴ボランティアの養成・

育成支援 

・住民の居場所、サロンづく

り 

・地域のキーパーソン向け研

修会 

・自殺予防月間等でのキャン

ペーンの実施 

３ 二次予防 

（自殺の危険性

が高い人への

アプローチ） 

① 心の健康づくり・自殺対策連絡会の参加者

など自殺対策の第一線で働く担当者が、精

神疾患や希死念慮を有する自殺の危険性

の高い人を早期に発見し、適切な介入を行

えるようにする。 

② 精神疾患や身体疾患のために受診中の患

者に対して適切な支援を行えるようにす

る。 

③ スクリーニング活動を通して、自殺対策に

関する普及啓発活動を活発化させる。 

・相談窓口の設置 

・自己チェックの普及啓発 

・自殺の危険性が高い人のス

クリーニング 

・自殺の危険性が高い人への

受診勧奨、保健師等の相談

対応、地域での見守り 

・地域での支援体制の構築と 

関係機関の連携による支援 

４ 三次予防 

（自死遺族への

アプローチ） 

自死遺族が近親者の自殺を自らの責任であ

るかのように捉え、隣人や地域との交流を閉

ざして、孤立したり、苦しむことがないよう

に配慮し、適切なケアを提供する。 

・相談窓口の周知 

・自死遺族への相談対応 

・自死遺族会等の紹介 

５ 精神疾患への 

アプローチ 

自殺者の９割以上が自殺直前に何らかの精

神疾患を患っていることから、統合失調症、

アルコール依存症、うつ病等の自殺の危険性

が高い疾患の早期発見及び早期介入と、本人

や家族に対して関係機関で継続した支援を行

う。 

・相談、訪問指導 

・受診勧奨(医療連携) 

・家族支援 

・社会資源の把握・連携 

・地域での支援 

・ケース検討会 

・当事者会、デイケア等の当

事者支援 

６ 職域へのアプ

ローチ 

勤労者及び無職者・離職者のメンタルヘル

スの不調を予防し、早期発見・早期治療へつ

なげ自殺を予防する。 

・勤労者相談窓口の周知 

・勤労者のメンタルヘルスに

関する普及啓発 

・関係機関との連携による無

職者・離職者、障害者への

相談支援 



 

35 

 

 ２  基本施策 
 
基本施策１  地域におけるネットワークの強化 

自殺の背景には、精神保健上の問題だけでなく、過労や生活困窮、育児や介護疲れ、い

じめや孤独・孤立などの様々な社会的要因があります。 

自殺対策の推進には、庁内関係課や地域の関係機関と課題を共有し、医療、保健、福祉、

教育、産業、労働など関連する分野での連携が重要であることから、地域のネットワーク

強化に取り組みます。 

 

(1) 主な取組（「№欄」の数字は、42ページ以降の「関連事業」の№を表しています。） 

重点項目 

（対象） 
事業名等 No. 担当機関 

全体 
大船渡市心の健康づくり推進連絡会 2 地域福祉課 

気仙地域自殺対策推進連絡会議 87 大船渡保健所 

高齢者 
地域ケア会議推進事業 5 

地域包括ケア推進室 
高齢者等見守り支援連携会議 6 

生活困窮 大船渡市生活困窮者自立相談支援事業支援調整会議  99 大船渡市社会福祉協議会 

子ども・若者 大船渡市要保護児童対策地域協議会 4 子ども課 

 

(２) 評価指標 

 

  

指標の内容 現状値 目標値 

心の健康づくり推進連絡会の開催数 ２回／年 ２回／年 

自殺対策計画策定ワーキンググループ会議の開催数 １回／年 １回／年 
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基本施策２  一次予防（住民全体へのアプローチ） 

自殺に追い込まれるという危機は、「誰にでも起こり得る危機」ですが、危機に陥った人

の心情や背景が理解されにくい現実があります。 

また、自殺対策は、「生きることの阻害要因」を減らす取組と、「生きることの促進要因」

を増やす取組の双方により推進することが必要です。 

本市における自殺の原因・動機としては、「健康問題」が一番多いことから、「心身の健

康づくりと自殺予防への普及啓発」を始め、地域の様々な活動と連携しながら、「人材育成」、

「地域交流・地域活動・生きがいづくりの支援」、「生きることへの支援」について取り組

みます。 

 

(1) 主な取組（「№欄」の数字は、42ページ以降の「関連事業」の№を表しています。） 

重点項目 

（対象） 
事業名等 No. 担当機関 

全体 

心の健康・自殺予防に関する講演会等の開催 30 
地域福祉課 

ゲートキーパー養成研修 32 

被災者支援事業 107 大船渡地域こころのケアセンター 

高齢者 
介護予防普及啓発事業 44 

地域包括ケア推進室 
認知症総合支援事業 46 

生活困窮 
被保護者への就労相談・就労支援 34 地域福祉課 

生活福祉資金貸付事業・たすけあい金庫貸付事業 106 大船渡市社会福祉協議会 

働き盛り 
労働者の心身の健康に関する普及啓発 60 商工課 

事業所におけるこころの健康出前講座 93 大船渡保健所 

子ども・若者 
地域子育て支援センター事業 35 子ども課 

児童生徒の心のサポート事業 65 学校教育課 

女性(母子) 母子健康手帳の交付、妊婦相談・保健指導 58 子育て世代包括支援センター 

 

(２) 評価指標 

 

指標の内容 現状値 目標値 

市民に対する、心の健康づくりや自殺予防に関する講演会や講座

等の実施回数 
10回／年 10回／年 

自殺対策に関する啓発物を見たことがない人の割合（心の健康に

関する市民意識調査） 
21.2％ 15％以下 

ゲートキーパーを知っている、聞いたことがある人の割合（心の

健康に関する市民意識調査） 
21.6％ 30％以上 

医療、保健、福祉等の専門職のゲートキーパー養成研修受講者数

(第１期計画目標設定時からの延人数) 
70人 200人 

市民のゲートキーパー養成研修受講者数 

(第１期計画目標設定時からの延人数) 
478人 1,000人 
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基本施策３  二次予防（自殺の危険性が高い人へのアプローチ） 

自殺の危険性が高い人を早期に発見し、適切な支援を行うためには、相談対応やうつス

クリーニングの実施、地域の見守り支援関係者との情報共有、医療機関を始めとする関係

機関との連携体制の構築が必要となります。 

市民が相談しやすい環境づくり、個人のセルフチェックへの普及啓発、地域の見守り体

制の推進に取り組み、自殺の背景となる問題の解決に向け、関係機関と連携し支援体制を

強化します。 

 

(1) 主な取組（「№欄」の数字は、42ページ以降の「関連事業」の№を表しています。） 

重点項目 

（対象） 
事業名等 No. 担当機関 

全体 保健師による心の健康に関する相談支援 71 地域福祉課 

高齢者 
老人保護措置事業 79 長寿社会課 

総合相談事業 81 地域包括ケア推進室 

生活困窮 
消費者保護対策事業 23 市民環境課 

要保護者への相談対応 74 地域福祉課 

子ども・若者 
緊急スクールカウンセラー等派遣事業 66 学校教育課 

子ども家庭支援員事業 77 子ども課 

女性(母子) 
産前・産後サポート事業 70 子育て世代包括支援センター 

困難な問題を抱える女性相談支援事業 78 子ども課 

 

(２) 評価指標 

 

  

指標の内容 現状値 目標値 

相談先情報を掲載したリーフレットを配布した団体・関係機関数 

（第１期計画目標設定時からの実数） 
122か所 150か所 
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基本施策４  三次予防（自死遺族へのアプローチ） 

大切な人を失った悲しみや周囲の偏見等により、苦しみや孤立感を抱える自死遺族に対

し、相談機関や交流会等の支援情報を周知するなど、岩手県自殺対策推進センターを始め

とした関係機関と連携して支援に取り組みます。 

また、自死遺族に対する地域の理解が得られるよう、市民への普及啓発に取り組みます。 

 

(1) 主な取組（「№欄」の数字は、42ページ以降の「関連事業」の№を表しています。） 

重点項目 
（対象） 

事業名等 No. 担当機関 

全体 
自死遺族への支援 85 地域福祉課 

こころの健康相談 98 大船渡保健所 

 

(２) 評価指標 

 

 
基本施策５  精神疾患へのアプローチ 

自殺者の多くが、自殺直前に何らかの精神疾患を患っている場合が多いことから、統合

失調症、アルコール依存症、うつ病等の自殺の危険性が高い状態の早期発見と早期介入が

必要です。 

また、精神疾患は長期化・慢性化することが多いため、医療機関や支援機関等との連携

を図り、本人や家族に対して継続した支援を行います。 

 

(1) 主な取組（「№欄」の数字は、42ページ以降の「関連事業」の№を表しています。） 

重点項目 

（対象） 
事業名等 No. 担当機関 

全体 保健師による心の健康に関する相談支援 71 地域福祉課 

 

(２) 評価指標 

 

  

指標の内容 現状値 目標値 

市広報紙、市ホームページ等による、自死遺族への情報周知回数 １回／年 ２回／年 

指標の内容 現状値 目標値 

市広報紙、市ホームページ等による、精神疾患に関する相談窓口

や集まり等の周知回数 
12回／年 12回／年 
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基本施策６  職域へのアプローチ 

本市では、30歳代及び 40歳代の働き盛り世代において、死因に占める自殺の割合が高

くなっていることから、地域の職域関係機関と情報を共有しながら、労働者の心身の健康

への意識を高め、職場内で心の問題に早期に気付き、支援体制が構築できるよう保健所を

始めとした職域関係機関と連携して取り組みます。 

 

(1) 主な取組（「№欄」の数字は、42ページ以降の「関連事業」の№を表しています。） 

重点項目 

（対象） 
事業名等 No. 担当機関 

生活困窮 被保護者への就労相談・就労支援 34 地域福祉課 

働き盛り 
育児・介護休業制度に関する被雇用者の理解促進 86 男女共同参画室 

事業所におけるこころの健康出前講座 93 大船渡保健所 

子ども・若者 女性等（若年者）就業相談員の設置 62 商工課 

女性(母子) 女性等（若年者）就業相談員の設置 62 商工課 

 

(２) 評価指標 

 

  

指標の内容 現状値 目標値 

市広報紙、市ホームページ等による、勤労者のメンタルヘルスに

関する相談窓口の普及・啓発の回数 
３回／年 ３回／年 

支援関係者の心の健康に関する研修会の開催回数 １回／年 １回／年 
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 ３  重点項目（対象） 
 

いのち支える自殺対策推進センターが作成した「地域自殺実態プロファイル 2022」に

よる本市の重点パッケージ（高齢者、生活困窮者、勤務・経営）と、本市における自殺

の現状と課題を踏まえ、５項目の対象群を重点項目として取り組みます。 

なお、第１期計画で重点施策としていた「被災者への対策」については、現状として

被災者に特化した市独自の事業は行っておらず、その他の対象に包含して対策に取り組

んでいることから、本計画では重点項目から除外し、新たに「女性への対策」を追加し

ました。 

 

重点項目１  高齢者への対策 

（1）現状と課題 

本市における平成 30年から令和４年までの５年間の自殺者のうち、60歳以上の自

殺者数の割合は、70.9％であり、全国の 38.8％、岩手県の 48.2％を上回っています。 

本市の高齢化率は年々上昇しており、加齢に伴う心身の機能低下や健康問題、社会

的役割の喪失、経済的不安や孤独感を抱えやすい状況となっていることから、うつ状

態や認知症等の自殺の危険要因の増加も懸念されます。 

このことから、介護予防の取組に加え、地域による見守り、支援体制の推進、居場

所づくり等、関係機関と連携した支援が重要となります。 

（2）取組方針 

介護保険事業や健康づくり推進事業と連携し、高齢者の対する介護予防の取組と相

談支援体制を充実させるとともに、地域における自主的な介護予防活動の推進、生活

支援体制の整備、サロン活動への支援等に取り組みます。 

 

重点項目２  生活困窮者への対策 

（1）現状と課題 

本市における平成 29 年から令和３年の５年間の自殺者のうち、無職者の自殺者割

合は、56.7％であり、全国や岩手県の割合を上回っています。 

生活困窮の背景には、多重債務や労働問題、健康問題、精神疾患、虐待、ＤＶ、介

護等の多様な問題が複合的に関わっていることが多く、地域からも孤立する傾向があ

り、自殺の危険性が高いと考えられることから、包括的な「生きる支援」に取り組む

必要があります。 

（2）取組方針 

市を始め、関係機関等での窓口対応や相談対応の際に、生活困窮の問題を抱える人

に気付き、必要な支援につなげる環境を整えるとともに、生活困窮者自立支援事業等

と連動しながら、それぞれの問題解決に向けて支援します。 
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重点項目３  働き盛り世代への対策 

（1）現状と課題 

本市においては、30歳代及び 40歳代の働き盛り世代において、死因に占める自殺

の割合が高くなっています。 

また、市民意識調査では、「勤務関係の問題」による悩みやストレス等を感じる割

合は 27.9％、自殺したいと考えたことがある人の理由・原因で「勤務関係の問題」を

挙げた人の割合は 38.2％でした。 

特に 30歳代においては、男女共に６割の人が勤務関係の問題を抱えており、職域

でのストレスチェックや心の健康についての普及啓発が必要となっています。 

（2）取組方針 

保健所と連携し、職域の関係機関と情報共有を図りながら、ストレスチェックや心

の健康についての普及啓発を行うとともに、職場のメンタルヘルス対策を推進し、併

せて支援関係者のメンタルヘルスケアにも取り組みます。 

 

重点項目４  子ども・若者への対策 

（1）現状と課題 

新たな自殺総合対策大綱には、「子ども・若者の自殺対策を更に推進、強化する」

ことが明記されているとおり、全国的には小中高生の自殺者が増加しています。 

本市においては、平成 30 年から令和４年の５年間において、30 歳未満の自殺者は

ありませんでしたが、児童生徒の心の問題に関する教育機関からの相談は増加傾向に

あることから、子ども・若者が命の大切さやストレスへの対処方法、ＳＯＳの出し方

等を学ぶ機会を拡大する取組が必要です。 

（2）取組方針 

教育現場や教育関係機関と連携し、児童生徒の自殺の危険性の早期発見と相談支援

体制の構築、若年層への普及啓発、ゲートキーパー養成研修等に取り組みます。 

 

重点項目５  女性への対策 

（1）現状と課題 

新たな自殺総合対策大綱では、「女性の自殺対策を更に推進する」という重点施策

が追加されました。 

本市では、全国平均や岩手県と比較して、自殺者数に占める女性の割合が高い傾向

にあり、市民意識調査では、30歳代及び40歳代の女性の半数以上が、家庭・健康・経

済的な問題の全てがあると回答してします。 

また、勤務関係の問題を抱える女性の割合も高いことから、関係機関と連携した相

談支援の充実が必要となります。 

（2）取組方針 

妊娠出産、子育てに関する様々な悩みに対応できる一体的相談支援体制を構築し、

関係機関との連携により、妊産婦の抑うつ傾向等の早期発見と対応、育児等の支援体

制の強化を図ります。また、母子家庭やＤＶ等の相談窓口の周知、働く女性への相談

対応について取り組みます。 
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 ４  関連事業 
 

自殺対策では、「生きることの阻害要因（過労、生活困窮、育児や介護疲れ、いじめや

孤立等）を減らし、「生きることの促進要因（自己肯定感、信頼できる人間関係、危機回

避能力等）」を増やす取組を行い、自殺の危険性を低下させることが必要です。 

本市における自殺対策と関連が深い様々な取組を、基本施策（重点項目）として以下

のとおり推進します。 
 
■関連事業一覧  

№ 

基本施策 重点項目（対象）  

事業内容 
自殺対策（生きる支援） 

の視点での実施内容 

担当課 

（実施機関） 

1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5  

 

自殺対策関連事業名 
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク 

一
次
予
防 

二
次
予
防 

三
次
予
防 

精
神
疾
患 

職
域 

全
体 

高
齢
者 

生
活
困
窮 

働
き
盛
り 

子
ど
も
・
若
者 

女
性 

1 ○      ○      

大船渡市自殺対策計画

策定ワーキンググルー

プ会議 

・自殺対策計画の策定、及 

び計画の推進、評価等に

ついて必要な事項を検討

する。 

・年度毎に計画の推進状況 

の確認及び評価、施策事

業の見直しを行う。 

▼自殺対策を総合的かつ効 

果的に推進するため、庁

内の横断的な組織体制を

築き、全庁的に取り組む。 

地域福祉課 

2 ○      ○      
大船渡市心の健康づく

り推進連絡会 

自殺対策計画の策定及び関

連事業の推進、地域サポー

ト体制の構築、関係機関の

連携等に関する協議を行

う。 

▼自殺対策計画に関する協 

議や計画の進捗状況の確

認等により、自殺対策を

総合的に推進する。 

▼関係機関と連携し、地域 

における自殺対策の充

実、拡大に取り組む。 

3 ○ ○ ○    ○      
大船渡市民生児童委員

協議会運営事業 

・市内８つの地区民生児童 

委員協議会により組織さ

れる、大船渡市民生児童

委員協議会活動の運営費

助成や活動の支援を行

う。 

・民生児童委員は、定例会 

や各種研修会に参加し、

地域における相談・支援

を行う。 

▼民生児童委員が地域での 

見守り、相談支援を行う

中で、自殺の危険性があ

る市民に気付き、関係機

関と連携し必要な支援に

つなぐ。 

▼心の健康や自殺予防に関

する研修会により、民生

児童委員の人材育成を行

う。 

4 ○  ○        ○  
大船渡市要保護児童対

策地域協議会 

地域における関係者とのネ

ットワークを構築し、様々

な問題を抱えた児童の保護

や適切な支援を行う。 

▼関係機関と連携し、児童

が心身ともに安心して生

活できる環境を整え、問

題の早期発見・早期対応

に取り組む。 

子ども課 

5 ○  ○     ○     地域ケア会議推進事業 

・多職種協働によりケース 

検討を行う。 

・ケアマネジメント支援、

ネットワークの構築、地

域課題等の把握等によ

り、資源開発や地域づく

りにつなげる。 

▼高齢者等が抱える課題の

解決に向け、関係職種で

検討し、自立して生活で

きるための支援につなげ

る。 地域包括ケア 

推進室 

6 ○       ○     
高齢者等見守り支援連

携会議 

被災者支援の見守りを高齢

者等の見守りに拡充し、事

業の強化や復興支援員制度

の終了を見据えた体制整備

を図る。 

▼地域での見守り体制を継

続し、課題を抱えた対象

者の状況を関係機関で共

有し、必要に応じて適切

な支援先につなぐ。 

7 ○          ○  
教育委員会の会議と運

営事業 

教育委員会の会議と運営に

関する事業。 

▼教育現場でのメンタルヘ

ルスの問題を共有し、自

殺予防に関して関係機関

が連携した取組を行う。 

教育総務課 
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№ 

基本施策 重点項目（対象）  

事業内容 
自殺対策（生きる支援） 

の視点での実施内容 

担当課 

（実施機関） 

1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5  

 

自殺対策関連事業名 
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク 

一
次
予
防 

二
次
予
防 

三
次
予
防 

精
神
疾
患 

職
域 

全
体 

高
齢
者 

生
活
困
窮 

働
き
盛
り 

子
ど
も
・
若
者 

女
性 

8  ○     ○      
広報おおふなと発行事

業 

「広報おおふなと」を発行

し、市民に行政情報を提供

する。 

▼メンタルヘルスに関する

情報を掲載し、心の健康

と自殺予防についての普

及啓発を行う。 

▼各種相談窓口や研修会、

相談会、交流会等につい

て掲載し、市民の心身の

健康づくりと介護予防、

自殺予防の取組につなげ

る。 

▼市民生活に関する各種情

報を掲載し、生きること

の支援につなげる。 

秘書広報課 

9  ○    ○    ○   職員研修事業 

職員に必要な専門知識、法

令知識、実務などを習得す

るための研修を実施する。 

▼職員へのゲートキーパー

養成研修や、ハラスメン

ト等のメンタルヘルス関

係の研修により、自身の

心の健康管理と、周囲の

人の心の不調に気付く視

点を学ぶ。 

総務課 

10  ○       ○    各種徴収事務 

市税、保育料、受益者負担

金、加入負担金、簡易水道

料金、水道料金、学校給食

費等の徴収事務を行う。 

▼徴収事務を行う中で、対   

象者が抱えている生活困

窮等の様々な問題に気付

く視点を持って対応し、

必要に応じて適切な支援

先につなぐ。 

・税務課 

・子ども課 

・下水道事業所 

・簡易水道事業

所 

・水道事業所 

・北部学校給食

センター  

          

他 関係課 

11  ○     ○      窓口業務事務 

・住民票等の交付、印鑑証

明の発行、各種申請受付

等 

・各種給付・支援・助成業

務等 

▼窓口業務の際に、対象者

が抱えている様々な問題

に気付く視点を持って対

応し、必要に応じて適切

な支援先につなぐ。 

▼窓口に相談先一覧等を配

置し、市民が必要とする

支援を受けられるよう情

報提供を行う。 

窓口対応課 

12  ○     ○      協働推進事業 

女性や若年層を含む多様な

層の住民が、地区計画の策

定及び地区運営組織の意思

決定機関である総会などに

参画することを推進する。 

▼地区計画の策定及び運営

組織形成過程に幅広い層

の住民が参画することに

より、誰もが安心して生

きられる社会の実現を図

る。 

市民協働課 

13  ○         ○  
青少年健全育成推進事

業 

各種団体と連携し、少年の

主張大会の運営に参画する

ほか、各種イベント等の情

報提供、参加者取りまとめ

等を行う。 

▼青少年の健全育成につい

て各種団体と連携し、そ

のネットワークを自殺予

防に生かす。 

生涯学習課 

14  ○         ○  地域学校協働本部事業 

・スクールガード、地域コ

ーディネーター、地域ボ

ランティアの配置、それ

に伴う事務と、配置校と

の連絡調整を行う。 

・事業評価のための学校支

援活動運営委員会を開催

する。 

▼市内各小中学校のスクー

ルガード、地域コーディ

ネーター及び地域ボラン

ティアが児童生徒・保護

者と接する際に、対象者

が抱えている様々な問題

に気付く視点を持ち、必

要に応じて適切な支援先

につなぐ。 

生涯学習課 
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№ 

基本施策 重点項目（対象）  

事業内容 
自殺対策（生きる支援） 

の視点での実施内容 

担当課 

（実施機関） 

1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5  

 

自殺対策関連事業名 
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク 

一
次
予
防 

二
次
予
防 

三
次
予
防 

精
神
疾
患 

職
域 

全
体 

高
齢
者 

生
活
困
窮 

働
き
盛
り 

子
ど
も
・
若
者 

女
性 

15  ○         ○  

二十歳のつどい開催事

業 

(若年層への普及啓発

事業) 

・次代を担う青年の二十歳

という節目を祝うつどい

を開催する。 

・対象者に、心の健康に関

するパンフレットと相談

窓口一覧を配布する。 

▼若年層への自殺対策を強

化する取組として、心の

健康を意識する機会をつ

くる。 

生涯学習課 

(地域福祉課) 

16  ○     ○      地区連携講座開催事業 

・生きがいセミナー開催事

業：60歳以上の高齢者を

対象に、積極的な社会参

加ができるよう多様な学

習機会を提供する。 

・地区連携講座開催事業：

地区公民館と連携し、生

活に役立つ知識や文化・

教養、地域課題等に関す

る多様な学習機会を提供

する。 

▼様々な学習の機会に、メ

ンタルヘルスに関するチ

ラシ等を配布し、参加者

自身や周囲の人の心の健

康を意識する機会とす

る。 

▼学習の場をつくること

で、人と交流し、地域で

の孤立防止や生きがいづ

くりの機会とする。 

中央公民館 

17  ○         ○  青少年体験学習事業 

小中学生を対象に、学校や

家庭では得難い体験活動の

機会を提供する。 

▼小中学生に体験学習の機

会提供し、学校や家庭で

の孤立を予防する。 

18  ○     ○      
男女共同参画市民意識

啓発事業 

・男女共同参画に関する意

識啓発や講座等を実施す

る。 

・市広報紙にＤＶ等被害の

相談先や関連記事を掲載

する。 

・市ホームページにおける

情報発信する。 

▼男女共同参画に関する啓

発イベントや講座等に、

自殺予防に関する視点を

取り入れる。 

▼自殺の危険性が高いＤＶ

被害者等が相談支援につ

ながるための情報提供を

行う。 

男女共同参画

室 

19  ○     ○      
男女共同参画推進サポ

ーター育成事業 

地域における男女共同参画

に向けた機運の醸成と、活

動の促進を図るための推進

リーダーとなる人材を育成

する。 

▼市民が性別に関わらず、

誰もが偏見や差別を受け

ることなく、生きやすい

社会を目指す取組に関心

を持ち、地域の取組に広

げていく。 

▼ＤＶ被害等の相談窓口の

周知・街頭啓発や、講演

会の開催等を支援し、自

殺予防につなげる。 

20  ○     ○      
性的少数者に対する理

解促進 

・性的少数者やその関係者

が、適切な相談や支援を

受けられるよう、人権擁

護委員による人権相談

等、国や県が設置する専

用窓口を周知する。 

・啓発パネルの展示等、啓

発活動を実施する。 

・パートナーシップ制度の

導入について検討する。 

▼周囲の偏見や声を上げに

くい環境においては、性

的少数者の自殺リスクが

高くなることから、孤立

を解消し、生きやすい社

会の実現につなげる。 

▼必要に応じて適切な相談

機関につなぐ。 

21  ○ ○      ○    消費者保護対策事業 

市から信用生協へ貸付資金

を預託し、消費者救済資金、

生活再建資金の貸付を行

う。 

▼相談業務等により、対象

者が抱えている様々な問

題に気付く視点を持って

対応し、必要に応じて適

切な支援先につなぐ。 

▼経済問題を始め、自殺の

危険性が伴う様々な問題

について、専門的支援に

つなげる。 

市民環境課 
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№ 

基本施策 重点項目（対象）  

事業内容 
自殺対策（生きる支援） 

の視点での実施内容 

担当課 

（実施機関） 

1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5  

 

自殺対策関連事業名 
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク 

一
次
予
防 

二
次
予
防 

三
次
予
防 

精
神
疾
患 

職
域 

全
体 

高
齢
者 

生
活
困
窮 

働
き
盛
り 

子
ど
も
・
若
者 

女
性 

22  ○ ○    ○      市民相談室事業 

・市民の各種相談に対応し、

問題解決のための適切な

助言、関係機関への紹介

をする。 

・毎月特別相談日を設け、

法律、登記、社会保険、

税務、人権、行政等の専

門的な相談に、有資格者

の特別相談員が対応す

る。 

▼相談業務等により、対象

者が抱えている様々な問

題に気付く視点を持って

対応し、必要に応じて適

切な支援先につなぐ。 

▼経済問題を始め、自殺の

危険性が伴う様々な問題

について、専門的支援に

つなげる。 

市民環境課 

23  ○ ○    ○      消費生活センター事業 

市民の消費生活トラブルの

防止、被害回復、消費者教

育等を行うため消費生活セ

ンターを設置し、相談業務

及び消費者啓発業務を行

う。 

24  ○     ○      各種医療費助成事業 

重度心身障害者・子ども・

妊産婦・ひとり親家庭・寡

婦等の医療費の助成を行

う。 

▼窓口対応の際に、対象者

が抱えている様々な問題

に気付く視点を持って対

応し、必要に応じて適切

な支援先につなぐ。 

▼窓口に相談先一覧等を配

置し、市民が必要とする

支援を受けられるよう情

報提供を行う。 

国保医療課 

25  ○     ○      
心の健康・自殺予防に

関する普及啓発 

自殺予防週間・自殺防止月

間（９月）、自殺対策強化月

間（３月）に普及啓発を行

う。 

▼市民が心の健康と自殺予

防について関心を持ち、

地域ぐるみで自殺予防に

取り組むことを推進す

る。 

地域福祉課 

26  ○     ○      各種相談窓口の周知 

市広報紙や市ホームペー

ジ、リーフレット、チラシ、

カード等により各種相談窓

口を周知する。 

・心の健康 

・高齢者 

・健康づくり 

・妊娠、子育て等 

・教育 

          他                          

▼市民が悩みを抱え込ま

ず、適切な相談機関につ

ながり、必要な支援を受

けることができる環境を

整える。 

▼各種問題への早期対応に

つなげる。 

・地域福祉課 

・子ども課 

・地域包括ケア  

 推進室 

・健康推進課 

・子育て世代包  

括支援セン

ター  

・学校教育課  

       

 他 関係課 

27  ○ ○  ○  ○      
自立支援医療給付事業

(精神通院医療) 

精神疾患により通院医療を

受ける人の医療費負担を軽

減する。 

▼精神科通院医療費を軽減

し、経済的負担を支援す

る。 

▼申請受付業務の際に、対

象者が抱えている様々な

問題に気付く視点を持っ

て対応し、必要に応じて

適切な支援先につなぐ。 

地域福祉課 

28  ○ ○  ○  ○      
精神障害者保健福祉手

帳交付対応 

・精神障害のため、長期に

わたり日常生活や社会生

活への制約がある人に手

帳を交付する。 

・手帳の保持により、税金

等の控除、減免、各種割

引等の優遇措置がある。 

▼精神障害を持つ生きづら

さを支援する。 

▼申請受付業務の際に、対

象者が抱えている様々な

問題に気付く視点を持っ

て対応し、必要に応じて

適切な支援先につなぐ。 

地域福祉課 
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№ 

基本施策 重点項目（対象）  

事業内容 
自殺対策（生きる支援） 

の視点での実施内容 

担当課 

（実施機関） 

1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5  

 

自殺対策関連事業名 
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク 

一
次
予
防 

二
次
予
防 

三
次
予
防 

精
神
疾
患 

職
域 

全
体 

高
齢
者 

生
活
困
窮 

働
き
盛
り 

子
ど
も
・
若
者 

女
性 

29  ○ ○  ○  ○      権利擁護事業 

・権利擁護等の支援が必要

な高齢者や障害者等に、

日常生活自立支援事業や

成年後見制度の活用促進

を図り、ニーズに即した

適正なサービスや関係機

関につなぐ等の支援を行

う。 

・高齢者虐待への対応や消

費者被害の防止を行う。 

▼関係機関との連携によ

り、権利擁護等の支援が

必要な対象者が抱える

様々な問題やニーズに対

応し、地域での生活を支

援する。 

▼高齢者虐待のケースは、

家族が介護負担を抱えて

いることが多く自殺の要

因になり得ることから、

早期に対応を行う。 

・地域福祉課 

・地域包括ケア 

 推進室 

30  ○  ○ ○ ○ ○      
心の健康・自殺予防に

関する講演会等の開催 

こころのフォーラム、ここ

ろの出前講座、ひきこもり

研修会等、心の健康や精神

疾患、自殺予防に関する研

修会や出前講座等を開催す

る。 

▼市民が心の健康と自殺予

防について関心を持ち、

地域ぐるみで自殺予防に

取り組むことを推進す

る。 

地域福祉課 

31  ○    ○    ○   
支援関係者の心の健康

に関する研修会 

医療、福祉、介護、見守り

等の相談支援関係者のセル

フケアと、支援者をケアす

る職場環境づくり等につい

ての研修会を開催する。 

▼支援に苦慮するケースが

増加していることから、

支援者のメンタルヘルス

をサポートし、関係機関

の協力体制を強化する。 

32  ○    ○ ○      
ゲートキーパー養成研

修 

・市民や市職員、支援関係

者等が自身の心の健康と

自殺予防、ゲートキーパ

ーの役割について学ぶ研

修を行う。 

・研修を希望する中学校で

の授業や、地域での出前

講座としても実施する。 

▼市民が心の健康と自殺予

防について関心を持ち、

ゲートキーパーの役割を

理解し、地域ぐるみで自

殺予防に取り組む。 

33  ○ ○      ○    生活保護の実施 

・個々の被保護者の課題を

解決するため援助方針を

策定し、必要な保護を実

施する。 

・医療・介護等の関係機関

と連携し、必要なサービ

スの利用を支援する。 

▼自殺の危険性が疑われる

場合にはその旨を援助方

針に盛り込み、保健師や

医療機関と連携し必要な

保護を実施する。 

34  ○    ○   ○ ○   
被保護者への就労相

談・就労支援 

稼働能力のある被保護者

に、就労支援員が相談支援

を実施し、自立の助長を促

す。 

▼求職活動を行っても雇用

に結びつかない被保護者

に対し、自尊感情が失わ

れないよう、ボランティ

アや就労体験の場を提供

し、精神面でも支援を行

う。 

35  ○         ○  
地域子育て支援センタ

ー事業 

子育て親子の交流の促進

と、子育てに関する各種相

談や援助、また、地域の子

育てに関する情報発信を行

う、地域子育て支援拠点事

業を実施する。 

▼子育て中の親の孤独感や

不安感の解消のため、地

域に親子の交流や相談の

場を設け、子育ての孤立

化を予防する。 

▼相談や交流の際に、利用

者の様々な問題に気付く

視点を持って対応し、必

要に応じて適切な支援先

につなぐ。 

子ども課 
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№ 

基本施策 重点項目（対象）  

事業内容 
自殺対策（生きる支援） 

の視点での実施内容 

担当課 

（実施機関） 

1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5  

 

自殺対策関連事業名 
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク 

一
次
予
防 

二
次
予
防 

三
次
予
防 

精
神
疾
患 

職
域 

全
体 

高
齢
者 

生
活
困
窮 

働
き
盛
り 

子
ど
も
・
若
者 

女
性 

36  ○         ○  児童扶養手当給付事業 

両親の離婚、死亡等により、

ひとり親となった家庭等

に、一定の所得の範囲内で

児童扶養手当を支給する。 
▼申請受付業務の際に、対

象者が抱えている様々な

問題に気付く視点を持っ

て対応し、必要に応じて

適切な支援先につなぐ。 

▼窓口に相談先一覧等を配

置し、市民が必要とする

支援を受けられるよう情

報提供を行う。 

子ども課 

37  ○         ○ ○ 
母子家庭等自立支援給

付金事務 

・母子家庭の母又は父子家

庭の父の経済的な自立を

支援するため、自立支援

教育訓練給付金を支給す

る。 

・市が指定する資格（看護 

師、介護福祉士、保育士

等）を取得するための教

育訓練を受けた場合に、

高等職業訓練促進給付金

及び高等職業訓練修了支

援給付金を支給する。 

38  ○          ○ 
子育て支援サイト「つ

ばきっず」 

子育てに関する各種情報を

提供するポータルサイト

「つばきっず」を運営する。 

▼妊婦や子育て中の保護者

が必要とする情報を提供

し、子育てへの不安解消

と孤立化を防ぐ環境づく

りを図る。 

39  ○         ○ ○ 

ファミリー・サポー

ト・センター事業 

(大船渡市社会福祉協

議会への委託事業) 

児童の預かりの援助を受け

たい人と、当該援助を行い

たい人との相互援助の調整

を行う。 

▼子育て中の保護者が必要

とするサポートを行い、

孤立化を防ぐことで、安

心できる子育て環境を整

える。 

▼利用者が抱えている様々

な問題に気付く視点を持

って対応し、必要に応じ

て適切な支援先につな

ぐ。 

40  ○      ○     

支えあいまちづくり事

業 

(大船渡市社会福祉協

議会への委託事業) 

・各種相談等による介護・

福祉ニーズの把握 

・住民同士のささえあい活

動をするためのマップ作

成への支援 

・一人暮らし高齢者を訪問

する見守り活動 

・居場所づくりのためのふ

れあいサロン活動 

▼一人暮らし高齢者や生活

に困っている人などの状

況を把握し、必要に応じ

て適切な支援先につな

ぐ。 

▼地域ぐるみで気にかけ合

い、支え合う住民意識を

高める。 

長寿社会課 

 

41  ○      ○     生活支援体制整備事業 

・地域包括ケア推進本部会

議、市地域助け合い協議

会、地域助け合い創出研

究会、生活支援コーディ

ネーター等情報連絡会を

開催する。 

・地区版地域助け合い協議

会への業務委託を行う。 

▼生活支援の体制整備や介

護予防に取り組み、高齢

者が安心して生活できる

地域づくりを進める。 

▼地域での住民同士の見守

り支援、生活支援により、

孤立防止や問題を抱えた

人の早期発見につなげ

る。 

地域包括ケア 

推進室 

42  ○      ○     

高齢者の健康づくりや

介護予防等についての

情報発信 

サロン通信「かよいのば」

の発行や、市ホームペー

ジ・LINE・YouTube を活用

し、高齢者の健康づくりに

ついての情報を発信する。 

▼高齢者の心身の健康増進

は自殺予防につながるこ

とから、市民の主体的な

介護予防活動や生きがい

づくりを支援する。 
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№ 

基本施策 重点項目（対象）  

事業内容 
自殺対策（生きる支援） 

の視点での実施内容 

担当課 

（実施機関） 

1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5  

 

自殺対策関連事業名 
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク 

一
次
予
防 

二
次
予
防 

三
次
予
防 

精
神
疾
患 

職
域 

全
体 

高
齢
者 

生
活
困
窮 

働
き
盛
り 

子
ど
も
・
若
者 

女
性 

43  ○      ○     介護予防把握事業 

家庭訪問により、支援を要

する高齢者を早期に把握

し、介護予防活動や相談対

応等、必要な支援につなげ

る。 

▼高齢者が安心して生活で

きるよう、支援が必要な

高齢者を早期に発見し、

適切なサービスや制度に

つなげる。 

地域包括ケア 

推進室 

44  ○      ○     

介護予防普及啓発事業 

(「体力づくり講座」は

市内 NPO法人に委託） 

・委託で実施している「体

力づくり講座」の他、「い

きいき百歳体操普及事

業」や各種介護予防教室

を開催する。 

・65歳で初めて介護保険証

を発行される対象者に対

して、健康づくり及び介

護予防についての情報提

供を行う。 

▼市民の主体的な介護予防

活動を支援し、心身の機

能低下によるひきこもり

や抑うつ状態を予防す

る。 

▼要介護状態になっても、

生きがいや役割を持って

生活できる地域環境づく

りを支援する。 

▼人と人とのつながりによ

り孤立化を防止し、地域

での見守り体制を推進す

る。 

45  ○      ○     
地域介護予防活動支援

事業 

・介護予防ボランティア養

成講座 

・サロン等への講師派遣事

業 

・高齢者交流サロン運営事

業 

46  ○   ○   ○     認知症総合支援事業 

・認知症に関する普及啓発 

・認知症サポーター養成講  

 座 

・認知症講演会 

・認知症初期集中支援チー 

 ム 

・気仙地区高齢者等 SOSネ 

 ットワークシステム登録 

 支援 

・高齢者等見守り情報共有 

 システム推進事業(どこ 

 シル伝言板) 

・高齢者の「店内サロン」・

「買い物サポート」事業 

・チームオレンジ整備事業 

・認知症カフェ運営事業 

▼認知症になっても安心し

て生活ができるよう、地

域で認知症の人やその家

族を見守り、支えていく

体制づくりを推進する。 

47  ○      ○     フレイル予防教室 

市内において、比較的介護

認定率の高い地域等に出向

き、介護予防について気軽

に相談が行える場を提供す

る。 

▼市民の主体的な介護予防

活動を支援し、心身の機

能低下によるひきこもり

や抑うつ状態を予防す

る。 

▼相談対応の際、必要時に

は適切な機関やサービス

につなぐ。 

48  ○     ○      
健康づくりに関する普

及啓発 

健康情報誌の発行、市広報

紙、歯のかわら版等で健康

づくりの情報発信と相談窓

口の周知を行う。 

▼自殺の原因・動機の中で

健康問題の占める割合が

高いことから、市民の健

康づくりへの取組を推進

する。 

▼相談先を周知し、健康問

題への早期対応につなげ

る。 健康推進課 

49  ○ ○    ○      
保健師、栄養士等によ

る健康相談・訪問指導 

保健師、栄養士等が市民の

相談に個別に対応し、健康

問題の解決に向けた支援を

行う。 

▼自殺の原因・動機の中で

健康問題の占める割合が

高いことから、健康状態

の改善に向けて早期に対

応する。 

▼必要に応じて適切な支援

先につなぐ。 

  



 

49 

 

№ 

基本施策 重点項目（対象）  

事業内容 
自殺対策（生きる支援） 

の視点での実施内容 

担当課 

（実施機関） 

1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5  

 

自殺対策関連事業名 
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク 

一
次
予
防 

二
次
予
防 

三
次
予
防 

精
神
疾
患 

職
域 

全
体 

高
齢
者 

生
活
困
窮 

働
き
盛
り 

子
ど
も
・
若
者 

女
性 

50  ○     ○      健康教育事業 

生活習慣病の予防と、健康

に関する正しい知識の普及

を図る講演会・座談会等の

開催、個別の健康教育を実

施する。 

▼自殺の原因・動機の中で

健康問題の占める割合が

高いことから、健康教育

にメンタルヘルスを取り

入れ、心の健康と自殺予

防への意識を高める。 

健康推進課 

51  ○     ○      
食生活改善推進員養成

及び育成事業 

地域において、ボランティ

ア活動として食生活を基本

とした市民の健康づくりを

実践する、食生活改善推進

員の養成及び育成を行う。 

▼活動の中で関わる人が抱

える様々な問題に気付く

視点を持ち、必要に応じ

て適切な支援先へとつな

ぐ。 
52  ○     ○      

健康づくり推進員・運

動普及推進員・食生活

改善推進員による健康

づくりへの取組 

各推進員による、地域での

健康づくり活動を支援す

る。 

53  ○     ○      

健康増進事業  

(健康診査関連事業・各

種がん検診・歯周病検

診・一日人間ドック等) 

対象者へ各種健康診査、が

ん検診、一日人間ドック等

を実施し、必要時の受診勧

奨、保健指導を行う。 

▼自殺の原因・動機の中で

健康問題の占める割合が

高いことから、健康状態

の改善に向けて早期に対

応し、問題解決につなげ

る。 

▼対象者の様々な問題に気

付く視点を持って対応

し、必要に応じて適切な

支援先につなぐ。 

54  ○     ○      糖尿病重症化予防事業 

血糖値・HbA1c が高値で糖

尿病の重症化リスクが高い

人に対し、受診勧奨・保健

指導を行う。 

55  ○      ○     

後期高齢者保健事業

(基本健康診査、歯科健

康診査) 

対象者に健康診査を実施

し、必要時の受診勧奨、保

健指導を行う。 

▼後期高齢者の健康の保持

増進により、自殺を予防

する。 

▼対象者の様々な問題に気

付く視点を持って対応

し、必要に応じて適切な

支援先につなぐ。 

56  ○          ○ 母子保健事業 

・パパママ教室 

・乳幼児健康診査事業 

・離乳食教室(３か月児健康 

  相談) 

・乳幼児健康相談 

・のびっこ教室 

・のびのび訪問事業(幼稚 

 園・保育園等訪問) 

・すくすく相談・もぐもぐ 

 相談・ぴかぴか相談(出張 

 相談) 

▼子どもや保護者の心身の

不調や育児不安等を含

め、様々な問題に気付く

視点を持って対応する 

▼妊娠出産、育児期の女性

が抱える様々な問題は、

抑うつ状態等の精神的な

問題につながる可能性が

あり、必要に応じて関係

機関と連携し、適切な支

援先につなぐ。 

57  ○         ○  
赤ちゃんふれあい体験

学習 

高校生を対象に、抱っこ・

おむつ交換等の乳児とふれ

あう体験学習を実施する。 

▼高校生が命の尊さを学ぶ

機会をつくり、若年層に

自殺予防の普及啓発を図

る。 

58  ○          ○ 
母子健康手帳の交付 

妊婦相談・保健指導 

・妊娠届出を受けて、妊婦

に母子健康手帳を交付す

る。 

・手帳交付時、妊婦の転入

時及び必要時に、面接・

訪問・電話・メール等に

より相談対応をする。 

・岩手県周産期医療情報ネ

ットワークシステム「い

ーはとーぶ」への参加を

促進する。 

▼妊娠期の様々な問題は、

抑うつ状態等の精神的な

問題につながる可能性が

あり、早期に気付く視点

を持って対応する。 

▼必要に応じて適切な支援

先につなぐ。 

子育て世代包

括支援センタ

ー 
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№ 

基本施策 重点項目（対象）  

事業内容 
自殺対策（生きる支援） 

の視点での実施内容 

担当課 

（実施機関） 

1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5  

 

自殺対策関連事業名 
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク 

一
次
予
防 

二
次
予
防 

三
次
予
防 

精
神
疾
患 

職
域 

全
体 

高
齢
者 

生
活
困
窮 

働
き
盛
り 

子
ど
も
・
若
者 

女
性 

59  ○          ○ 新生児訪問指導 

新生児及び２か月までの乳

児を訪問する（乳児家庭全

戸訪問事業を兼ねる）。 

▼乳幼児、産婦の様々な問

題に気付く視点を持って

対応する。 

▼育児期の女性が抱える

様々な問題は、抑うつ状

態等の精神的な問題につ

ながる可能性があり、必

要に応じて適切な支援先

につなぐ。 

子育て世代包

括支援センタ

ー 

60  ○    ○    ○   
労働者の心身の健康に

関する普及啓発 

市広報紙や市ホームページ

等を活用し、労働者が抱え

る様々な問題の相談先等に

ついて周知を行う。 

▼働き盛り世代の死因に自

殺が占める割合が高いこ

とから、労働者の心身の

健康に関する普及啓発を

図る。 

▼様々な問題を抱えている

労働者を適切な支援先に

つなぐ。 

商工課 
61  ○    ○    ○   

勤労者向け各種融資制

度のあっせん 

市内勤労者へ生活資金等を

融資する。 

▼経済問題は、自殺の危険

性につながる要因とな

る。勤労者への資金融資

は生きることへの支援に

つながる。 

62  ○    ○    ○ ○ ○ 女性等就業相談員の設

置 

女性及び若年者を対象とし

て、就職に関する相談や職

場環境などに関する相談

等、就業に関する支援を行

う。 

▼働く女性は仕事以外にも

様々なストレスを抱えて

おり、30～40歳代の死因

に自殺が占める割合が高

いことから、対象者の

様々な問題に気付く視点

を持って対応し、必要に

応じて適切な支援先につ

なぐ。 

63  ○       ○    市営住宅管理事業 

市営住宅の管理者として、

市営住宅の運営に必要な事

務を行う。 

▼住宅使用料の納付等に関

する相談時に、生活困窮

等対象者が抱える様々な

問題に気付く視点を持っ

て対応し、必要に応じて

適切な支援先につなぐ。 

住宅管理課 

64  ○ ○   ○    ○   教職員健康診断事業 

市立小中学校教職員の各種

健康診断（定期健康診断、

胃がん検診、ストレスチェ

ック）を実施する。 

▼教職員の心身の健康の保

持増進に取り組み、自殺

の危険性の軽減を図る。 

学校教育課 

(教育研究所) 

 

65  ○         ○  
児童生徒の心のサポー

ト事業 

各学校で、岩手県立総合教

育センターの資料等を活用

した「こころのサポート授

業」を実施し、ストレスへ

の対処方法、ＳＯＳの出し

方等を学ぶ機会を設け、中

長期にわたる児童生徒の心

のサポートを行う。 

▼友達と関われない、自傷

行為がある、学校に行け

ないなどの悩みを抱える

児童生徒の相談が増加傾

向にあることから、心の

健康に関する教育を推進

し、セルフケア力の向上

と、教師が児童生徒の発

するサインに気付き、助

言できる体制をつくる。 

66  ○ ○        ○  
緊急スクールカウンセ

ラー等派遣事業 

東日本大震災により災害救

助法が適用された地域等に

おいて、スクールソーシャ

ルワーカーを小中学校に派

遣し、学校やスクールカウ

ンセラー、関係機関と連携

して、児童生徒等の心のケ

ア、教職員・保護者等への

助言等様々な課題に対応す

る。 

▼心のケアが必要な児童生

徒が、安心して学校生活

を送れるよう支援する 

▼児童生徒や保護者が抱え

ている様々な問題に気付

き、必要に応じて適切な

支援先につなぐ。 

▼課題を抱える児童生徒に

教職員が接する際に必要

な支援を行う。 
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№ 

基本施策 重点項目（対象）  

事業内容 
自殺対策（生きる支援） 

の視点での実施内容 

担当課 

（実施機関） 

1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5  

 

自殺対策関連事業名 
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク 

一
次
予
防 

二
次
予
防 

三
次
予
防 

精
神
疾
患 

職
域 

全
体 

高
齢
者 

生
活
困
窮 

働
き
盛
り 

子
ど
も
・
若
者 

女
性 

67  ○       ○  ○  
要保護及び準要保護児

童生徒就学援助事業 

経済的理由によって義務教

育を受けることが困難な児

童生徒の保護者に対して、

市が就学に必要な経費の援

助を行う。 

▼保護者の経済的負担によ

るストレスを軽減し、児

童生徒が義務教育を受け

る機会を保障する。 

▼生活困窮等、保護者が抱

える様々な問題に気付く

視点を持って対応し、必

要に応じて適切な支援先

につなぐ。 

学校教育課 

68  ○       ○  ○  
特別支援教育就学奨励

費援助事業 

特別支援学級へ就学する児

童生徒の保護者等の経済的

負担を軽減するため、その

負担能力に応じ、就学に必

要な経費の援助を行う。 

69   ○         ○ 母子継続支援事業 

・母子健康手帳交付時等の

リスクアセスメント票を

もとに、ハイリスク妊婦

を判断し保健指導を行

う。 

・特に継続的な支援が必要

と判断した妊婦・家庭に

対しては、妊娠期から密

に関わり必要な支援を行

う。 

・産後うつスクリーニング

を実施する。 

▼妊娠出産、育児期の女性

が抱える様々な問題は、

抑うつ状態等の精神的な

問題につながる可能性が

あり、様々な問題に気付

く視点を持って対応す

る。 

▼必要に応じて関係機関と

連携し、適切な支援先に

つなぐ。 

子育て世代包

括支援センタ

ー 

 

70   ○         ○ 
産前・産後サポート事

業 

 

・出産や育児等に不安があ

る妊産婦を対象に、月１

回集団型デイサービスを

実施する。 

・助産師や保育士等が妊産

婦の不安や悩みに対する

相談支援を行う。 

71   ○ ○ ○ ○ ○      
保健師による心の健康

に関する相談支援 

・相談対応により対象者の

様々な悩みを整理し、心

の問題に早期に気付き、

必要な支援につなげる。 

・医療・相談支援機関等と

の連携による本人や家族

への支援、ケア会議を行

う。 

▼抑うつ状態や、自殺の危

険性がある人の早期発

見、早期介入に努める。 

▼自殺の危険性を伴う様々

な課題に対し、関係機関

と連携し適切な支援を行

う。 

地域福祉課 

 

72   ○    ○      

心のケア傾聴訪問事業 

（傾聴ボランティア団

体への委託事業） 

抑うつ状態などで心のケア

が必要な方に「傾聴ボラン

ティア」が訪問し、傾聴に

より支援する。 

▼傾聴による個別支援によ

り、対象者の心の健康の

回復を支援する。 

▼傾聴ボランティアの活動

を支援する。 

73   ○  ○  ○      

障害者虐待防止センタ

ー事業業務 

(大洋会への委託事業） 

障害者虐待に 24時間体制

で対応する事業を実施す

る。 

▼虐待による精神的ストレ

スや、抑うつ状態から自

殺に至る危険性があるた

め、関係機関と連携し、

状況確認と問題解決に向

けた支援を行う。 

74   ○      ○    要保護者への相談対応 

・相談者の抱える悩みを整

理し、他法他施策の活用

について助言する。 

・保護申請の意思がある場

合は、申請手続きについ

て助言する。 

▼相談時に自殺の危険性が

疑われる場合は、保健師

や医療機関等、適切な支

援先につなぐ。 

75   ○      ○ ○   

生活困窮者への自立相

談支援等事業 

(大船渡市社会福祉協

議会への委託事業) 

生活困窮者が困窮状態から

早期に脱却することを支援

し、地域における自立・就

労支援の体制を構築する。 

・自立相談支援事業 

・家計改善支援事業 

・就労準備支援事業 

▼生活困窮者は自殺の危険

性が高いことから、切れ

目なく支援を行い、必要

に応じて生活保護の申請

や適切な支援先につなげ

る。 
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№ 

基本施策 重点項目（対象）  

事業内容 
自殺対策（生きる支援） 

の視点での実施内容 

担当課 

（実施機関） 

1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5  

 

自殺対策関連事業名 
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク 

一
次
予
防 

二
次
予
防 

三
次
予
防 

精
神
疾
患 

職
域 

全
体 

高
齢
者 

生
活
困
窮 

働
き
盛
り 

子
ど
も
・
若
者 

女
性 

76   ○        ○  障害児通所支援事業 

身体や知的に障がいのある

児童や発達遅滞が見られる

就学前児童に対し、児童発

達支援事業「ひまわり教室」

を開設し、自立・発達を促

す早期療育を行うととも

に、保護者に対する相談支

援を行う。 

▼障がい等を持つ児童等の

保護者が抱える心身のス

トレスや、様々な問題に

気付く視点を持ち、継続

的な相談支援を行う。 

▼必要に応じて適切な支援

先につなぐ。 

子ども課 

77   ○        ○  子ども家庭支援員事業 

複雑な事情を抱える子ども

家庭の多種多様な問題に対

し、児童相談所等の関係機

関と連携しながら、問題の

解決を図る。 

▼対象となる児童及びその

保護者の様々な問題に気

付く視点を持ち、早期に

対応する。 

▼必要時には適切な支援先

につなぐ。 

78   ○         ○ 
困難な問題を抱える女

性相談支援事業 

困難な問題を抱える女性の

相談に応じるとともに、必

要な援助を行う。 

▼女性が抱える様々な問題

に気付く視点を持ち、自

殺の危険性を伴う課題が

あれば適切な支援先につ

なぐ。 

79   ○     ○     老人保護措置事業 

身体・精神・環境・経済上

の事情等により、居宅での

生活が困難で保護が必要な

高齢者を、養護老人ホーム

に入所措置する。 

▼居宅において養護を受け

ることが困難な高齢者を

入所させることで対象者

の命を守る。 

▼入所措置が必要な対象者

が抱えている精神的スト

レスや抑うつ状態等に気

付く視点を持って対応

し、必要に応じて適切な

支援につなげる。 
長寿社会課 

80   ○  ○   ○     

成年後見支援センター

運営業務  

(大船渡市社会福祉協

議会への委託事業) 

成年後見制度の利用に関す

る相談対応を行う成年後見

支援センターの運営を、業

務委託により実施する。 

▼認知症等により判断能力

が十分でなくなった高齢

者や障害者等が抱える

様々な問題に気付く視点

を持って対応する。 

▼必要時には関係機関と連

携し、適切な支援先につ

なぐ。 

81   ○     ○     

総合相談事業 

(「介護相談窓口」は市

内４法人に委託） 

・直営の他、市内４か所の

在宅介護支援センターに

業務委託し、「介護相談窓

口」を設置する。 

・高齢者の実態把握等を実

施し、必要な支援やサー

ビス、制度の利用につな

げる。 

▼支援が必要な高齢者を早

期に発見し、適切なサー

ビスや制度につなげる。 

▼介護負担は自殺の要因に

なりうることから、早期

の対応につなげる。 

地域包括ケア 

推進室 

82   ○        ○  教育相談員配置事業 

学校と家庭との連携を図り

ながら、不登校を始め問題

行動のある児童生徒に対

し、専門的な立場から指導

助言を行う。 

▼対象児や保護者に、専門

的な相談ができる場を提

供する。 

▼児童・生徒や保護者が抱

える様々な問題に気付く

視点を持って対応し、必

要に応じて適切な支援先

につなぐ。 
学校教育課 

(教育研究所) 

83   ○        ○  
心の教室相談員配置事

業 

中学校全校に「心の教室相

談員」を配置し、学校をは

じめ、日常生活を送る中で

中学生が抱える心の悩みに

適切に対処する。 

▼中学生に心の悩みを相談

できる場を提供する。 

▼中学生が抱えている様々

な問題に気付く視点を持

って対応し、必要に応じ

て適切な支援先につな

ぐ。 
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№ 

基本施策 重点項目（対象）  

事業内容 
自殺対策（生きる支援） 

の視点での実施内容 

担当課 

（実施機関） 

1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5  

 

自殺対策関連事業名 
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク 

一
次
予
防 

二
次
予
防 

三
次
予
防 

精
神
疾
患 

職
域 

全
体 

高
齢
者 

生
活
困
窮 

働
き
盛
り 

子
ど
も
・
若
者 

女
性 

84   ○        ○  
就学指導個別検査実施

事業 

小学校就学前に実施する一

般的な適性検査において問

題のあった子どもを対象

に、就学指導専門委員が保

育所及び幼稚園等を訪問

し、専門検査を実施する。 

▼子どもや保護者の抱える

様々な問題に気付く視点

を持って対応し、必要に

応じて適切な教育・支援

先につなぐ。 

学校教育課 

(教育研究所) 

85    ○   ○      自死遺族への支援 

・市広報紙や市ホームペー

ジ等で、自死遺族の相談

窓口や遺族会等の情報を

提供する。 

・遺族への相談に対応し、

必要な支援につなげる。 

・グリーフケア・セミナー

を開催する。 

▼自死遺族の心の健康を支

援する。 

▼市民がグリーフ(悲嘆)に

ついての理解を深めると

ともに、グリーフを抱え

て生きる人を支える地域

づくりにつなげる。 

地域福祉課 

86      ○    ○  ○ 

育児・介護休業制度に

関する被雇用者の理解

促進 

育児・介護休業制度に関す

る事業者への活用促進と連

動し、市ホームページ等で

被雇用者向けに休業可能日

数や時期などに関する情報

提供を行う。 

▼男性の働き方を支援する

とともに、男性の家庭内

労働への参画を促進する

ことで、ワーク・ライフ・

バランスの改善を図り、

働く女性に限らず個々が

抱える問題の解消を図

る。 

▼必要に応じて適切な相談

機関につなぐ。 

男女共同参画

室 

87 ○      ○      
気仙地域自殺対策推進

連絡会議 

構成団体と自殺対策に関す

る意見交換等を行う。 

▼自殺等についての普及啓

発、早期対応等による自

殺者の減少を図る。 

大船渡保健所 

88 ○      ○      
気仙地域精神保健福祉

担当者等連絡会 

研修や情報交換、事例検討

会等を行う。 

▼支援者間の連携を強化

し、ケースの支援が重層

的に行われ、早期に適切

な支援を行うことで自殺

予防を図る。 

89 ○      ○      
ひきこもり支援に関す

る支援者向け研修会等 

研修や情報交換、事例検討

会等を行う。 

▼当事者と家族が抱える

様々な問題について、地

域での支援体制を推進す

る意識を高める。 

90  ○     ○      

「こころに寄り添い 

いのちを守る いわ

て」月間における普及

啓発 

９月 自殺防止月間  

３月 自殺対策強化月間 

▼自殺対策に関する集中的

な普及啓発及び相談窓口

の周知を行う。 

91  ○     ○      
被災地体験型健康づく

り講座 

被災地域住民の交流促進を

行う。 

▼住民間の交流促進によ

り、孤立予防を図る。 

92  ○         ○  思春期保健出前講座 

児童・生徒を対象に、いの

ちの大切さを伝える出前講

座を実施する。 

▼いのちの大切さを学ぶこ

とで、自殺予防を図る。 

93  ○ ○       ○   
事業所におけるこころ

の健康出前講座 

希望する事業所に出向き、

こころの健康づくり等の出

前講座を行う。 

▼事業所におけるメンタル

ヘルス対策を推進する。 

94  ○ ○       ○   
ゲートキーパー養成講

座 

主に企業を対象として、出

前講座等によりゲートキー

パー養成を行う。 

▼心の健康と自殺予防につ

いて関心を持ち、ゲート

キーパーの役割を理解

し、企業内で自殺予防に

取り組む。 

95  ○ ○    ○      ひきこもり家族の集い 
研修及び交流会を実施す

る。 

▼当事者及び家族が孤立す

ることを予防し、自殺の

リスクを下げる。 

96   ○    ○      
傾聴ボランティアフォ

ローアップ講座 

フォローアップ研修及び団

体交流会を実施。 

▼傾聴ボランティアの人材

育成を行い、地域におけ

る見守り体制の強化を図

る。 
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№ 

基本施策 重点項目（対象）  

事業内容 
自殺対策（生きる支援） 

の視点での実施内容 

担当課 

（実施機関） 

1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5  

 

自殺対策関連事業名 
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク 

一
次
予
防 

二
次
予
防 

三
次
予
防 

精
神
疾
患 

職
域 

全
体 

高
齢
者 

生
活
困
窮 

働
き
盛
り 

子
ど
も
・
若
者 

女
性 

97   ○ ○ ○   ○ ○ ○  ○ 自殺対策関係者研修会 
関係者を対象に研修会を開

催する。 

▼地域の支援者の人材育成

を行い、相談支援体制の

強化を図る。 

大船渡保健所 

98   ○ ○ ○   ○  ○ ○ ○ 
こころの健康相談 

（精神保健福祉相談） 

精神科医師による専門相談

を実施する。 

▼治療が必要な状態かどう

かの見立てをすることに

より、早期に適切な治療

につなげ、心の健康の回

復を図る。 

99 ○ ○     ○      

大船渡市生活困窮者自

立相談支援事業支援調

整会議 

生活困窮者自立相談支援事

業の対象者について作成し

た支援プランについて意見

交換を行い、適切な支援体

制を図る。 

▼生活課題の解決に向けて

切れ目ない支援体制を構

築する。 

大船渡市社会

福祉協議会 

100  ○      ○     
おおふなとおげんき見

守りシステム 

電話を使用してひとり暮ら

し高齢者の安否確認を自分

から発信してもらい、住民

の孤独死を予防する。 

▼隣近所の住民や民生委員

を中心とした見守り活動

を展開し、見守り意識の

向上を図る。 

101  ○      ○     
ふれあい地域サロンの

開催支援 

住民交流の促進を目的に高

齢者サロンの普及活動に努

めている。開催方法や運営

資金の相談にも対応するこ

とで地域活動を支援する。 

▼孤立防止とコミュニティ

活動の促進につなげる。 

102  ○         ○ ○ 子ども食堂の運営支援 
子育て世帯を対象に、弁当

配布や食事の提供する。 

▼食事提供に加えて、孤立

防止やコミュニティ活動

の促進につなげる。 

103  ○ ○  ○  ○      
東日本大震災被災者生

活支援事業 

訪問活動や高齢者サロンの

開催により、個別支援と地

域コミュニディ形成に努め

る。 

▼訪問活動をとおして、安

否確認のほか、日ごろの

悩みに傾聴することによ

り、被災者の心の健康づ

くりにつなげる。 

104  ○ ○  ○  ○      
住民支えあいまちづく

り事業 

地域の助け合い活動や、住

民同士のつながりをマップ

に可視化し、今後の取組課

題や社会資源の必要性を検

討する。 

▼地域課題だけでなく、気

になる住民や孤立してい

る方を共有することによ

り、地域と連携した支援

につなげる。 

105  ○ ○  ○ ○ ○      
「にこにんプラザ」に

よる居場所づくり 

居住地域、年齢層、事業利

用者など棲み分けをせず、

多くの住民が交流できる居

場所を提供する。様々な企

画を通して、利用者が役割

を持ち、共生社会の構築を

進める。 

▼居場所があることで引き

こもりや孤立の防止につ

なげる。 

▼住民同士や担当者に相談

できる機会も得られるこ

とで、早期の課題解決に

つなげる。 

106  ○   ○  ○      

生活福祉資金貸付事業 

・たすけあい金庫貸付

事業 

収入の少ない世帯や、障が

い者・高齢者が属する世帯

へ、その世帯の生活の安定

と経済的自立を図ることを

目的に貸付を行う。 

▼貸付時に相談支援を併せ

て実施することにより、

世帯の状況把握や生活課

題の発見につなげる。 

▼生活困窮者自立支援機関

との連携により課題解決

につなげる。 

107  ○ ○   ○ ○      被災者支援事業 

・被災者のこころのケアと

して、「震災こころの相談

室」の設置や訪問による

相談支援を行う。 

・住民や事業所に対するメ

ンタルヘルスケア研修会

等を実施する。 

▼関係機関・団体との協働

や連携による被災者への

包括的な支援体制づくり

を推進する。 

大船渡地域こ

ころのケアセ

ンター 
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第５章 計画の推進体制等 
 

１   計画の推進 
 

（１） 計画の周知・啓発 

本計画は、市ホームページ等で公表するほか、各種研修や講演会等での啓発など、

様々な機会を捉えて周知を図ります。 

 

（２） 計画の推進体制 

本計画は、心の健康づくり及び自殺対策を推進する関係機関・団体で構成される「大

船渡市心の健康づくり推進連絡会」をはじめ、行政、地域及び関係機関・団体が連携

しながら、各種の取組を推進します。 

 

 

２   計画の進行管理と評価 
 
本計画の進行管理については、実績値や市民意識調査等の結果を用いて、基本施策の評

価指標（第４章）の確認を行うとともに、毎年度、取組の実施状況の把握に努めます。 

また、「大船渡市心の健康づくり推進連絡会」等において、ＰＤＣＡサイクルに基づいて、

取組状況の評価や課題の抽出を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan 

（計画の策定） 

Check 

（点検・評価） 

Act 

（見直し・改善） 

Do 

（計画の実施） 

計画の変更 取組の実施 

取組効果の検証 取組状況の把握 

PDCAサイクルのイメージ 
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資料編 
 

資料１ 第２期大船渡市自殺対策計画策定経過 
 

開催日等 会議名・取組等 内容 

令和５年４月27日(木) 
第１回第２期大船渡市自殺対 

策計画庁内策定会議 

・期計画策定及びスケジュール

について 

・ワーキンググループの設置 

・計画策定に係るアンケート 

令和５年５月９日（火） 

 ～６月９日（金） 

第２期大船渡市自殺対策計画 

策定に係る「心の健康に関す 

る市民意識調査」の実施 

18歳以上 80歳未満の市民 

1,000名の無作為抽出 

令和５年６月22日（木） 
第１回大船渡市心の健康づく

り推進連絡会 

・第１期計画の評価 

・第２期計画策定 

・自殺対策関連事業について 

令和５年８月９日（水） 
第１回大船渡市自殺対策計画 

策定ワーキンググループ会議 

・計画策定及びスケジュールに

ついて 

・ワーキンググループでの協議

事項について 

令和５年10月25日（水） 

第２回大船渡市自殺対策計画 

策定ワーキンググループ会議 

（書面開催） 

素案の検討(自殺対策関連事業

について) 

令和５年10月31日（火） 
第２回第２期大船渡市自殺対

策計画庁内策定会議 
素案の検討 

令和５年11月14日（火） 
第２回大船渡市心の健康づく

り推進連絡会 
素案の検討 

令和５年11月28日（火） 

第３回第２期大船渡市自殺対

策計画庁内策定会議（書面開

催） 

素案の検討 

令和５年12月22日（金） 大船渡市議会全員協議会 計画案の協議 

令和５年12月26日(火) 

～令和６年1月15日(月) 
パブリックコメントの実施  

令和６年２月19日(月) 

第４回第２期大船渡市自殺対

策計画庁内策定会議（書面開

催） 

最終案の報告 

令和６年３月１日(金) 
第３回大船渡市心の健康づく

り推進連絡会 
最終案の報告 

令和６年３月 市長決裁により計画策定  
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資料２ 大船渡市自殺対策計画庁内策定会議設置要綱 
 

（設置） 

第１ 大船渡市自殺対策計画（以下「計画」という。）の策定に関し、必要な事項を検討するた

め、大船渡市自殺対策計画庁内策定会議（以下「策定会議」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２ 策定会議の所掌事務は、次のとおりとする。 

 (１) 計画案の作成及び調整に関すること。 

 (２) その他計画の策定に関し必要な事項に関すること。 

（組織） 

第３ 策定会議は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。 

（会長及び副会長） 

第４ 策定会議に会長及び副会長を置き、会長は保健福祉部長を、副会長は委員の中から会長が

指名する職員をもって充てる。 

２ 会長は、会務を総括し、策定会議を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第５ 策定会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 会長は、必要に応じて、会議に関係のある者の出席を求め、意見を聞くことができる。 

（設置の期間及び解散） 

第６ 策定会議の設置期間は、計画の策定が終了する日までとする。 

（庶務） 

第７ 策定会議の庶務は、保健福祉部地域福祉課において処理する。 

（補則） 

第８ この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

 
別表（第３関係） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 区 分 所  属 職 名 

１ 会 長 保健福祉部 部  長 

２ 

 構成員 

企画政策部 部  長 

３ 総務部 部  長 

４ 協働まちづくり部 部  長 

５ 市民生活部 部  長 

６ 商工港湾部 部  長 

７ 都市整備部 部  長 

８ 上下水道部 部  長 

９ 教育委員会 教育次長 

10 総務部総務課 課  長 

11 協働まちづくり部市民協働課 課  長 

12 市民生活部市民環境課 課  長 

13 保健福祉部子ども課 課  長 

14 保健福祉部長寿社会課 課  長 

15 保健福祉部健康推進課 課  長 

16 教育委員会学校教育課 課  長 

17 保健福祉部地域福祉課 課  長 
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資料３ 大船渡市自殺対策計画策定ワーキンググループ設置要綱 
 

（設置） 

第１ 大船渡市自殺対策計画（以下「計画」という。）の策定、及び計画の推進、評価等につい

て、必要な事項を検討するため、大船渡市自殺対策計画策定ワーキンググループ（以下「ワー

キンググループ」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２ ワーキンググループの所掌事務は、次のとおりとする。 

 (１) 計画案の作成に係る事務事業の検討、及び施策としての論点整理等に関すること。 

 (２) 年度毎の計画の推進状況の確認及び評価、施策事業の見直し等に関すること。 

 (３)  その他計画の策定に関し必要な事項に関すること。  

（組織） 

第３ ワーキンググループは、別表に掲げる職にある者をもって組織する。 

（グループ長及び副グループ長） 

第４ ワーキンググループにグループ長及び副グループ長を置き、グループ長は地域福祉課長を、

副グループ長は同課課長補佐をもって充てる。 

２ グループ長は会務を総括し、ワーキンググループを代表する。 

３ 副グループ長はグループ長を補佐し、グループ長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第５ ワーキンググループの会議は、グループ長が招集し、グループ長が議長となる。 

２ グループ長は、必要に応じて、会議に関係のある者の出席を求め、意見を聞くことができる。 

（事務局） 

第６ ワーキンググループに関する事務は、保健福祉部地域福祉課において処理する。  

（雑則） 

第７ この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

 
別表（第３関係） 
№ 区 分 所  属 職 名 

１ グループ長 
保健福祉部 地域福祉課 

課長 

２ 副グループ長 課長補佐 

３ 

構成員 

総務部 
総務課 課長補佐（人事担当） 

４ 税務課 課長補佐（収納担当） 

５ 

協働まちづくり部 

市民協働課 課長補佐 

６ 生涯学習課 課長補佐 

７ 男女共同参画室 係長 

８ 
市民生活部 

市民環境課 課長補佐 

９ 国保医療課 課長補佐 

10 

保健福祉部 

子ども課 
課長補佐 

11 子ども福祉係長 

12 長寿社会課 課長補佐 

13 地域包括ケア推進室 主幹 

14 健康推進課 課長補佐 

15 子育て世代包括支援センター 主幹 

16 
地域福祉課 

障害福祉係長 

17 生活福祉係長 

18 商工港湾部 商工課 課長補佐 

19 都市整備部 住宅管理課 課長補佐 

20 水道事業所  主幹 

21 
教育委員会事務局 

学校教育課 課長補佐 

22 教育研究所 指導係長 
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資料４ 大船渡市心の健康づくり推進連絡会設置要綱 
 
 （目的） 

第１ 自殺対策計画の策定及び推進、地域サポート体制の構築並びに関係機関の連携等を

目的に、大船渡市心の健康づくり推進連絡会（以下「連絡会」という。）を設置する。 

（所掌事項）   

第２ 連絡会の所掌事項は次のとおりとする。 

  (1) 自殺対策計画の策定及び推進に関すること。 

（2）自殺対策に関する事業の企画・実施に関すること。 

（3）地域のサポート体制の構築に関すること。 

（4）相談対応窓口の周知と相談体制の強化に関すること。 

（5）関係機関による情報交換、意見交換を行うこと。 

（組織） 

第３ 連絡会は、第４に掲げる関係機関により構成する。 

２ 連絡会に会長を置き、会長は大船渡市保健福祉部地域福祉課長をもって充てる。 

３ 会長は会務を総理し、連絡会を代表する。 

４ 会長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する者がその職務を

代理する。 

（関係機関） 

第４ 関係機関は別表に掲げるとおりとする。 

２ 会長が必要と認めるときは、関係者の出席を求めることができる。 

 （庶務） 

第５ 連絡会の庶務は、大船渡市保健福祉部地域福祉課において処理する。 

 
別表（第４関係） 

岩手県大船渡保健所 

岩手県立大船渡病院 

障がい者・児童相談支援センター 

気仙地域傾聴ボランティアこもれびの会 

大船渡市社会福祉協議会 

岩手県大船渡警察署 

大船渡地区消防組合消防本部 

気仙医師会 

大船渡商工会議所 

児童家庭支援センター大洋 

大船渡市民生児童委員協議会 

大船渡市保健福祉部健康推進課 

大船渡市保健福祉部地域包括ケア推進室 

大船渡市保健福祉部子ども課 

大船渡市保健福祉部地域福祉課 
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